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保険契約の解約払戻金請求権に

対する差押えに関する一考察

東京地裁平成麺年8月2細判決を契機として一

福　島　雄　一

第潅章閤題の所在

　生命線験契約は、保険者が、被保険者に保険事故が発生した場合、約定の探

険金額を支払うことを約束し、保験契約者が、それに対して保険料を支払うと

いう法的構成がなされている（甕法弟鍔3条）。縫って、ひとたび約款所定の保

険事故が生じた場合には、約款の幾定あるいは保験契約者の指定により、被保

険者、保鏤金受取人等は、契約の種類あるも・は特約によ滲定まる様々な具体的

な請求権つまむ金銭績権を、保験者に対して持つことになる。そして、生命線

験契約による給付は、通常多額に上ることが多いために、それが保験契約者や

保険金受取人の債権者の大きな開心の的になることは容易に想像がっく。

　保険契約の種類によって、保験事故発生の場合に生じる請求権には様々なも

のがあるが、纏かな特輯等を除外して考えれば、養老保険等の生死混合保験に

みられる死亡保験金請求権、満窮保鏤金請求権、高度障害保鏤金請求権等が代

表的なものといえる。これらの請求権は、約款承足の保険事故の発生によって、

異体的な金銭績権となるものであるから、叛に遺族保護等の政策的配癒をしな

いとするならば、保険金受取人等の篠権者は、保鏤金から自らの儀権の満足を

得ることができることになる。一方、保陰金受取人1ま、保険金請求権を自己に

閲膏のものとして原始取得するという遜譲の立場からは、保験契約者の績権者
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が異韓免した保陰金にかかっていくことは難しいので、保険事故が発生した場

合には、まさに、保験金受搬入とその債権者の関係がクローズアップされるこ

とになろう。

　ところが、本稿で皺む上げる解約払戻金請求権に聞しては、以上のような典

型的な保験契約上の請求権とは異なる事精が存在する。解約払戻金請求権の購

題では、まず第一に、保険契約者とその鑛権者の関係が開題とされ、解約の影

響がひいては保験金受取人等にも及ぶという構造になっている。

　選常、解約払戻金請求権は、法律上または約款上の緑陰契約の解除・失効の

場合等に生じるが、本稿では特に保険契約者の綾権者が、解約払戻金請求権の

差押えを経癒して、約款上の任意解約権を行使して、将来的に保険契約の効力

を解消し、それによって解約払戻金を取得することが開題となった東京地裁平

成欝奪8月鴻8判決（金鞍・商事鵯擁i懸2号3葺）のケースを契機として、そ

もそも保験契約者の儀権者が篠務者である保験契約者の解約権を鴛使できるの

か、そしてできるとするならばどのような方法が考えられるのかという鶴題を

機観することとする。

　以、との本稿で難題とする解約払戻金請求権に関するケースの特籔は、績権者

が保験契約者の解約払戻金から自らの鶴舞の満足を繹るためには、籏権者が縫

務看たる保険契約者の解約権を行使して解約払戻金請求権を翼弊化することが

羨縫となるので、常に保険金給付による遺族保鐘等の諜験契約の本来の震的が

連破されないという点である。

　なぜなら、解約払戻金請求権の差押えを意味のあるものにするためには、解

約払戻金を実現させる当該保験契約の解約が前握とされ．、解約1こよ参謀験契約

が解津iすると一L述の種々の保験金請求権も消滅することになるからである。死

亡保鏤金請求権、轟鰯保験金請求権、轟度鰺害保険金請求1権は、それぞれ択一

的な綴係にあ鯵、そのうちの一一つが課験事故の発生によって現実化すると、縫

の請求権が現実化することはありえない照係であるが、解約払戻金請求権も親

様に、保験契約の解約が醗礎となるために、解約払戻金請求権が現実化すると、
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縫の保験契約一しの請求権が趣実化する余地はなくなる。

　ここでの懸鑓無断1ま、像験契約の種類によっていろいろな饗解が擁能だが、

飯に遺族の生活鐸瞳や嚢らの老後の保簿等を生命保験契約の愛一ソドックスな

羅的であると考えるのなら、その本来の保験契約締結の嚢的を実現不能として

まで、保険契約者の蟻権者の満足を優先すべきなのかということが闘われるの

であろう。鱗えば、縫権者が、遺族の受け取る死亡保験金額等に比べて、水蚤

にわずかばかりの解約払戻金を得るために、現に有効に存在する生命保験契約

を解約する場合等がその典型的な弊害事擁となろう（注鳶。綾権者にしてみれ

ば、死亡保険金等を難し押えてみても、いつ保験事故が生じるのか不確定かつ

予灘不可能であるから、むしろ、縫権の迅邊iな露較のために儀務者の解約権を

行擬して、解約払戻金を儀権の満足に充てるということが合蓬的な醤藪である

と考えることはよく理解できるが、そもそも、そのような行為が生命保険契約

の目的に鑑みてどこまで許されるものなのかは縷説に癒する問題であろう。

　このように考えてくると、本稿の問題は、麟述のように解約権の行使の可否

を通じた、保験契約者の績権者と保験契約者の関係に特徴があるが、その結譲

の影響は、課陰金受搬入等、保験契約の利害縫孫人にも及ぶことがわかる。

　また一方で、解約払戻金の裏付けは、保験契約者が支配する責任準備金にあ

り、保験契約者の解約によって実現する懸植は綴険の解約懸慈、境在懸縷であ

り、これらは当然保険契約者の績権者の綾権の引き当てとして注鐸される。し

かし、採験契約の種類によって異なるが、従来の死O保障整の保験契約ではそ

れほど大きな解約払戻金は生じないことが多いが、一一時払養老保験や変額保険

の鰯にあるように最近の貯蓄型の保験契約では、死亡保験金額と大差ないほど

の大きな解約払戻金額が鑑じることがある破2）。このように、多額の解約払

戻金を生じる契約とそうでないものが漉在している現状を考えると、契約の種

類によって、解約払戻金の額に大きな聡きがあることがこの霞題の解決をいっ

そう複雑にしているといえる。

　遜常、生命緑陰契約1ま長期の契約であるため、途中事鱗の変整が生じ、契約
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を締結した保験契約者本人が、農ら解約権を行硬し、解約払裟金請求権の行痩

をすることが認められている。しかし、保険契約においては第三者にすぎない

保険契約者の績権者が、霧らの儀権の満尾だけのために、績務者たる保険契約

者の解約権を行使し、解約払戻金を霧、窪らの獲権に充当するということがど

こまで熟議に認められるのであろうか。これは要約すれば、績権者の穫権の満

足のための便宜を優先すべきか、保験金受取人等の保験契約の無害灘系人の瀦

益を重；寵するのかというi対立であるといえる。

　以上のように本稿の取り上げる鷺題は、そもそも、保険契約者の縫権者は法

蓮論的に保験契約者の解約権を行使することができるのか、できるとするなら

ばどのような方法が考えられるのかという点である。

　本稿の契機となった棄寒地裁平成擁年8月露響判決は、差押俵権者の差押え

に基づく取立権による保険契約者の解約権の行優の事擁であるが、飽に籏権者

代｛嚢権1こよる解約権の行使の事｛韓等もあむ、債権者による｛采験契約者の解約権

行穫iの方法というより広い視点からの議論も織鯵まぜて験討を蕊えていきたい。

　そこで、第一に、保険契約者の儀権者による保験契約者の解約権鴛使に麗す

る事件であるこれまでの下綴審の麟決を取む、ヒげっっ、また、学説にも目配む

をしっっ、もっとも新しい東京地裁平成韓奪8月26馨鵯決の位置づけと評釈を

試みることが本稿の目的である。第二に、そのことによって、保険契約者の債

権者による保験契約の解約権の行使の問題…緩の機観を試みたいと思う。

注記

　（涯i）

（液2）

　涯1下友鑑「保験契約の解約払瑛金請求権と異事義行・藏権老代旋請求」

金離法務夢精鼓57馨（簿87年6層蔦響）9頁は、「差押績権の額に死して解

約払戻金の額がきわめて小さく解約をしても差押績権の満足にほとんど役

に勲ないような場合誌解繍麟灘托して認められ繍・というべき

であろう」とする。

　大深康孝「積立金1こ難ずる｛翠陰契約f羨の権零1琵ジュ嘆ストア53馨欝6嚢は、

「約款では、｛饗塗契約者に任意解緯権を与えると共に、払戻金があるときは
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課験契編者に支払うとしている。解約しても払戻金が存在しないときは、

当然蒋ら支払を受けることはできないのであり、解約権の効果として契約

が消議するだけである。鍵って、解約と払戻金の支払とを区慰して籔うこ

とは一応金鑼的である。しかし、多くの場合は払戻金が存在しており、そ

の場合は解約と払戻金の支払は、保験契約者の意思において密接に繕びつ

いている。むしろ払戻金の支払を受けることを蓉的として解約権の行使が

なされる場合が多いのではないかと思われる。」と指篠される。また、前掲、

大沢譲文欝5蔓は、葬一般に解約払戻金の払戻を目的として謀験契約を解約

することを罫稼験契約の買戻選という。」とする。

第2章解約払戻金の構造

　本譜の解約払戻金請求権の差押えという題題を考察するに当たって、その薦

擬として解約払戻金の構造について験試しておきたい。それは、解約払戻金の

構造を理解することが、本題題を綾試するに当たって助拶となるからである。

　解約払戻金の購造の理解としては、以下のようなものが一般的である。つま

り、生命線験契約は通常長難の契約として締結されるので、保験約款では、保

験契約者は、いっでも、樗来に肉かって契約を解紛しうるとする任意解約が媛

定されているのが常慧である。この解約権が行使されると、保験者には解約払

戻金支払義務が生ε、その金額は解約される保験契約の責任準備金から一定額

を控除して自動的に決まる金額であるといわれ、このような解約払裟金は、保

験契約の解約懸額であり、覆在懸値を示すものであると考えられている（注i〉。

　また、平準保験料方式をとることからする解約払戻金の購造の理解としては、

「生命保験契約は、通常長難契約である場合が多く、その場合には平準保験料

の徴収により後年の保験事故発生の増瀦に備える穫立と、将来の満簸保鏤金支

払準備のための資金として責任準備金が保験者によって積み立てられているが、

生命保険契約が保険事故発生藻に解約された場合、不要となった責任準騰金は

大部分が解約払戻金として保険契約者に払い戻される。また、保険契約者はこ
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の責任準備金を鐙保として保険者から契約貸付金を倦む受ける権舞を保有して

いる。」（注2）と説萌される。従って、平準保験料方式を採覆する保険契約で

あれば、論理的には、生命緑陰契約以外の像験契約でも購様の議論が成鯵立っ

余地があることになろう。

　さらに、解約払戻金支払請求権の難産無縫は、．と遽のように保験契約者の支

払った保験料によって蓄積さ醜た毒任準備金にその基礎があるから、保険契約

者は、解約権や契約者麗当、契約者変更請求権等を通して、責紐準備金に対し

て支醗を及ぼすことができる。これは、鱗えば、「保陰金請求権は、緑陰事故

が発生しなければ異体乾しない極めて不確実な権穂であるのに比較して、保験

契約者に帰霧する責任準鬱金は、もし繰験事故が発生すれば灘ちに消滅するも

のの、銀縷事故未発生の段畿では、生命保険の財産牲はむしろこの責任準騰金

を約款の矯定を遜じて支配する保険契約者に霧する。このほか、銀縷料が保険

者の必要額を超えていたとき超過分の精算として行われる契約者醗当も、保険

契約者に蔑する。これらの権利は当然一鰯の財産権として保険契約者はこれに

質権を設定し、または約款に纏足する契約者変更請求権によむその権利を第三

者に譲讃することが可能であむ、縫分権能はもちろん保験契約者に属する。」

（蓬3〉と説墾される。

　このように、保険契約上の各請求権は、費妊準欝金にその基礎をもっという

点で母胎を共通としていることに大きな特徴がある。各線鏤金請求権が、択一

的に異体化し、鍵えば、死亡保険金請求権と高度薄書保険金が縫時に具体免し

得ないように、二つ以一との権利が経時に異体化するということがないというこ

ともこのことから蓬解される。さらに、各線鏤金請求権が差押えの対象として、

儀権者の涯霧を浴びることになるが、その難産懸纏の根鍵もこの責任準備金に

あることに漉．意すべきであろう。

　これに臆して、禽沢教授は、萱任準備金の構造とそれに鰐する儀権者の関与

について有益な指摘をされている。

　それほ、生命保験に特嘗の保険料穫立金は、蔓擬の契約である生命保験で率
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準保験料方式がとられる等の理欝から認められるものであむ、一定の場合にそ

の払戻が行われるのであるが、その払戻を行わない場合には保験会社の不当利

得になるということを指摘して、確被保験者ノ為メニ積立テタル金額肇を一定

の場合に払も・戻さなければ、それが保険会社のゼ不当溺得違になるということ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　ゆ　　　ゆ　　　ゆ　　　ロ
は、保険料積立金に帰する懸々の保験契約ごとの持分が、実質的には保験契約

者の資産であることを意賺している一路一。解約払戻金は、このような保

険料積立金に蝿する持分から約款上定められた費絹などの権当額を控除したも

のであむ、その実質は保験契約者に帰する持分の返還である。したがって、保

験契約者が保験料積立金に対して持っている持分的資産を、保険契約者の績権

者がその績権確保のために利駕するということは、当然にあむえてよいものと

いいうる。」と遽べ、解約払義金の籏権者による差押えは、解約払戻金の性質

に反するものでは撫・ことを主張する。しかし、解約払戻金の性質からは周題

が生じないが、その琴彗驚方法に問題があるとして、「靉靆になるの轄、その科

罵方法ないしは手段である。というのは、解約払戻金請求権は生命保険契約に

とっては特殊な効果であ鯵、これを綾権者が債権確保のために麟離することに

よって、契約の主たる効果をも撰齢することになるとすれば、それ1ま目的を超

えた手段ということになりはしないか、という疑弱が透るからであるゆたしか

に、実質的には、各課験契約者は保険料積立金1こ対して持分をもっているもの

といえるが、しかし、その保験料積立金は、保験事故が発生した場合には保験

者の保陰金支払義務の履行1こ売当されるべき資金であって、保縷契約者は、事

故が発生した場合にも保険金請求とは雛纒にその持分の払戻しを請求しうると

いうものではな聾、のである。3（纏4）との疑問を呈しておられる。

　つまり、これは、生命保験契約を締結する霞的は、死亡保険金、満覇保険金、

高度瞳害保験金等の保験契約上の保険金が、約款所定の保険事故発生の場合に

保険金受取人等1こ支払われるということに主眼があむ、またそのための責任準

欝金であ鯵、解約払義金壽毒求権1まこれらとは異なる特殊なものであるから、縫

権握保のために保験契約の土嚢的を害してまで解約払戻金請求権を行硬しうる
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のかという疑臨であろう。

　後に見るように、解約払戻金請求権を背縫するために、保険契約者の績権者

が鱗者の解纏を鞭しうる鋤・という議論こおいて・解約権が鞭される

と保険契約本来の霧的が達成されないという単鈍な論法が多い中で、倉沢教授

の購は、灘輪金との麟の中で解離礪題を識軈ている煎特徴

がある。

　また、保険契約者だけが約款上保験契約の解約権を持つ鍵由は、保験契約者

が責任準備金に対して、実質上の持分をもっているということから議購できる

であろう。そして、保験契約者が§分の持分、つまり責任準騰金を支醒してい

る抽うことは、胸表現をすれば、保険契約都、解約権等を胤て・保険

契約嬉続、消騰に灘て、殿契細齢を左右しうる墜燈当事者とし

て約款一ヒ規定されているということであろう。

本稿磯懸との麟でいえば、徽契約都、実働に難準齢の持ち主

であるからこそ、当該保険契約の存続・消滅に関して解約権の行硬という形で、

一一
閧ﾌイニシアチブをもっているのであり、…方、契約磐の第三者にすぎない

保険契約者の績権者が、霧らの儀権の満足のためだけに、一方的に、どんな場

合にも（保陰金受取人等の利益を害してまでも）、保険契約者の解約権を行養

して、そのイニシアチブを害することができるのかということになろう。

　保険契約者、保険金受取人等の保険契約の利害闘係者の利益とその俵権者の

魂益の適当な妥協点を髭いだす必要があろう。

注記

　（注董〉　生命保険新実務講座纏集委員会・財懸法人生命保陰文建麟究漸縮『生命

　　　　保険新実務講痙雛法律遍（懲蟹奪2舞欝澤補綴第i織、有斐鰻〉鰺頁、欝2

　　　　頁、i弱質参黙。また、講書鱒頁注繍は、「約款上、告知義務違反による契

　　　　繍勲よ臓麟約条項…ゆ重大灘・葬こよる契緬羅の美鈴綱等の

　　　　嫉金を支鋤とする鋤樋瞭ある・」とする・鰭i願では・解約払

　　　　戻金離生命織鋸約懸額で劫離離として鞭な勧ではあるが・
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（注2〉

（注3〉

（注4）

保険種類、藻験金額、録験鱗馨、保験料額等生命保険の基本的項藝が決定

され轟ぱそれに悠じて農勢的に計算されるものであむ、特段の事精がない

鰻む、契約締誌時において謀験契約者と保験金被が麟幾に合意をしなくと

も契約慧糞効である。」という。

　糸嬢厚生葬録鏤金受取人の権舞の差樽」ζ生命探険の法律難題邊（金離・

藤事輝輝§8馨号）98頁。

　前場、糸鱗譲文鯵頁。

　倉沢慶一露「解約鉱渓請求権の法的盤質と差揮え」ほうむ譲号3頁（安

田火災〉（欝§2奪！鴛）8葺。

第3章保険契約者の儀権者による解約の方法

　さて、問題になるのは、保験契約者の養権者が、解約払戻金からその儀権の

満足を響るためには、解約払戻金を具体乾するために解約権を背縫する必要が

あるが、具体的にはどのような方法が考えられるのであろうかということであ

る。

　まず第一に考えられるの1ま、差揮えによる取立権に基づき保険契約の解約権

を行使するというものである。第二には、縫権者が綾権者代位権に基づき保験

契約者の解約権を代位行使する方法である。この二つの方法は、実鰹に鵯決に

おいてもみられるし、また保験実務においても利驚されている方法である。

　この飽には、第三として、「差押縫権者が厩事執行法露圭条の譲渡命令によっ

て欝ら解約払戻請求権を譲り受け、解約権行使、解約払戻金の支払を探験者に

求める方法」と第露として、第㌦第二の方法の併絹を認めるものがある。そ

れは、「差押命令の麟後に縫権者代位権を行使して解約をなし、解約払戻金を

請求する方法」とされる駐の。

　次章以下で縷説する従来の判決における解約権行使の方法は、いずれも第一、

第二あるいは第鱗の方法に臆するものであり、第三の方法は今のところみあた

らない。つまり、少なくとも現在、一ド綴審の鵯決では、第一、第二あるいは第
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幽ケースが存在している．ちなみに、本稿で離としてい磁も織い鯨

地裁平成驚年8月露暮牢導淡は、第一のケースにあたる。

　具体的には、第一の方法と第二の方法のどちらを秘露するかで大きな違いが

ある。

　それは、まず一つ露として、第二の方法である績権者代位権の雇多難こおいて

は縫務者たる保験契約者の無資力が問題となる点にある。異論1まあるが（注2〉、

績務者が無資力の場合にのみ、蟻権者代位権により保険契約の解約が許される。

これに麟して、第一の方法では、理論的には、債務者の資力に関係なく解約が

なし得ることとなる。しかし、実際には、第一の方法は・差押えがなされるケー

スであるから、保険契約者が無資力であることも多いであろう。

　二つ霞としては、第…の方法では解約権の行使にあたり裁判漸が閣与するこ

ととなり、第二の方法では裁舞鶴で綾権者代1立権により解約も可能であるとい

う点である（鑑3）。

　第二の方法によって、さらにそれが裁判外で行われた場合、つま鯵、鼓舞外

で綾権者が縫権者代位権を主張し、それに難して保険者が支払をしたが、績務

者がその支払の無効を主張した場合、保険者が二重弁済の婆スクを負う可能性

があるという翼題が捲摘される。いわば、債権者代位権の無資力要件の証明の

閣題である。

　この問題に離しては、「養権者としては、保険会社に対する無資力の証墾の

負握を負うことになるが、一跡の無資力の証明がなされれば、保験会社は、罠

法4稔条によって免責される」磁4）という。実際には、銀行搬引停止麺分が

なされていたり、手形の不渡鯵等の事実闘孫があれば、無資力の証明はそれほ

ど難しいものではないのではなかろうか。

　三つ琶としては、少なくとも現在までの下級審の鵯決を蒲提としてという限

定の下ではあるが、縷権者代位権による解約の場合には、いわゆる二分説とい

うルー励課駆れているようで魏、差押えに基づく髄翻誌る解約の場

合には、理在までのところそのようなルールは採絹されていないという違いが
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ある。

　判淡で述べられている二分議とは、一毅的には、翼題とされている当該保験

契約の種類や締結の過程、録験料支払の方法、保険契約の当事者が誰なのかと

いった具体的な契約内容の吟蘇を通むて、保験契約を社会保薄型と貯蓄型の二

つに分類し、貯蓄型の探険契約の場合には、縫権者は、その解約権を綾権者代

位権により行使できるが、被会保蓉章型の場合1こは解約できないとするもののよ

うである。

　そして、これも現在までのところ、かっ、いくつかの下綴審の覇決において

ではあるが、差押えに基づく取立権による解約のケースでは、以、と遊べた二分

説は採購されていないようである。次章以下で機観するように、この場合には、

瞬題となっている当該保験契約の具体的内容を吟味することなく、取立権によ

り解約を認めるもので、より籏権者に有利な解毅が展醗されている。

　さて、どの方法による解約権の行使がより妥当なものなのかを考えるにあた

っては、以下の糧点が重要であると患う。

　差押えに基づく取立権に穣鍵があるにせよ、縷権者代親権に根礎があるにぜ

よ、解約権の行使は保験契約者や保陰金受取人等の保険契約の秘害闘孫者にと

っては重大な騰心事である。なぜなら、綾権者が解約権を行使して、稼験契約

を解消すると、保験契約者等が簸待していた遺族採纏や老後の生活保瞳等のた

めの本来の保険金給｛重が失われるからである。

　そして、その解約権行使による影響は、それらの死亡保陰金請求権等の蝶験

契約一との棄たる保鏤金請求権だ瞬報られ撫・ことにも留意すべきであろう。

　それは、綾権者の解約権の行使により、楽該保験契約の保験金請求権が潰滅

するのに越えて、入魂給付金等の特約も、主契約の消滅に伴い、溝織するとの

撫鰻であ鯵、それによれば、さらに、「このことは、生命保険契約の種難（盤

癩されている特約を含む。うにもよるが、解約された生命線験契約が親族（通

常は醍縄者と子が一一駿的である）の生活保鐘を主たる騒的とするものである場

合、霧族の受ける餐撃はきわめて大きいものがある。」という（注影。
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　このように、保険契約者の鑛権者の解約による保験保護の消失の影響を軽擬

することは淡してできない。

　以上のことをふまえると、どの方法による解約が、保験契約の和書関係人の

利害と保験契約者の儀権者の瀦害をよ鯵よく調整できるのかという擾点が重要

であることがわかるであろう。

淫記

（灘）以一働言謎1ま、俸藤眞喫綬娠金論難嵯揮えと解離瞬瀬畷
　　　　筈｛渠験享ll夢簑琶選（第2版、i襲椿年）ig尋一欝毒嚢1こよる。

　　　　　また、霧中秀明「連載　場代保険糧保護（第§麟〉」安籔大災ほうむ総懸

　　　　（i欝藝｛灘絹）捻5一玉器頁によれば、実務では、「実鰹1こ差押えが行われる

　　　　ケースは、績務老が無資力で鑛権者代猿権の要件が整っていることも多い

　　　　と思われる。このような場合、差押綾権者力嫁窒権を行絶してきたときに・

　　　　探険会被として儀権者代位権の要群が溝たされていることを鵯織して解約

　　　　遼戯い金を支払うことは差支えないと考える。．1というようなかな離柔軟な

　　　　取む難いも行われているようである。

　（注2〉糸撰潭生r生命保験契約一熱の権舞の差樽についての考察」文凝議集龍弩

　　　　（鯵弱葺⇒99護は、独嚢の見解を展聡しており、解約払疑金の異郷化を養権

　　　　煮織擁によるとする場合に、魚鋤要鰻不要であると解するようであ

　　　　る．そ醗解のバ・．ク軒ンとして、解綾瀬金を差押え嶺権都縫務

　　　　養が無資力であれば代雄権による解約が葛籠であむ・礒務煮に資力があれ

　　　　ば解約権の代鼓行使が嬉げられ難σ）難産権に対する差押藍よらねばならな

　　　　いとすると、破鉄養者の生活謀溝、儀務者の老後保纏という鑑命檬験凝痩

　　　　の縫全縁瞳の繍完的役麟を認めこれを政策的に謀議するという趣旨に擾う

　　　　のであろうか。事態は筆者の箆解によ超ぎ逆のような気がする。縫に翳る

　　　　べき難がな1撫ば特効｛羅蜜こ奏捗る懸雛…麹漢なものとな敷

　　　　鼓舞雛も隷を保護すべき麟ll綬1疑峯一菰練の灘緬！嚢魑
　　　　代乾纏縫縫の要件に欠1ナる資産のある礒務養の方が解約権の毅位行嚢が不

　　　　鮪終鳶螂謹命鰍契勧解羅涙金議雛磯灘懸｛1緯着獣て差
　　　　棒えても、解約して差押篠権煮の講建に達することが許さ麗ないとするの

　　　　は妥雛で憾ない魯特に麟産的な悪辣の濃攣な一時払養老銀縷・変額稼険等
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（注3）

〔涯壌）

（蓬5〉

は銀行預金や投資欝託に優髭して保護されなければならないのか十分な説

明はできなも、曝という考え方を示される。さらに、「むしろ差押えられた

糞効継続申の解約払戻金を流動状態のまま放覆して万一保険事故発生によ

離津i譲させるような不安定な壕犬溌に｛碧め七おくよ鯵も差禅儀権者の稀益を

顧癒して差押嬢権者に解約権を行旅さぜる方がベターであると考える弱と

い覧＼このようなケースを麟権者代位権の転罵の事溺とするようである。

示唆1こ富む見解ではある。銭務者の手続保障を重撰するという興秣深い讃

の詳纏は、麟懇、糸醐葦生「生命線験契韓土の権釈の差搾についての考察ゴ

！26一欝3養、または、糸1購享益三「績権者代｛立権による生命｛呆験解約・解約

払腰金請求事件」生命保験文化麟究藪燐報銘号（欝縫奪9擁）欝6一欝7頁

参照。

　鹸掲、醗中秀鱗「連載　褒載録験握繰譲（第6懇磨玉器叢参黙。

　この記遽は、前掲、砂嚢眞「解約払戻金請求権の差揮えと解約権の行使」

i瓢頁による。

　瞬様に、葎藤眞夢解紡払戻金請求権の差押えと解約権の代鍾行使3金融

法務事椿蟄妬号（平絞8奪3月25爵号〉2§、26－27頁は、績権者代紋権の

要件である無資力の裁判興での誕瞬に関して、「差押命令を鋳堤として、裁

舞上で解約払戻金の支払が求められるときには、訴訟手続において無資力

の立談をなすことはそれほど醗難な問題と思われないq　これに繁して、裁

轡外での請求の場会には、第三業務毒たる保険会社1こ麟して綾権者がどの

ような方法によって無資力の護瞬をするかが開題となる。すでに銀行取讃

停止延分がなされている場合には、議聡は容易であるが、それ以磐のとき

には、羅1辺的事情に基づいて無資プ」の毒妻琴窪をする以外にない。もっとも、

一応の誕聡がなされたときには、保険会案譲ま、仮に真実は無資力状態でな

かったことが後に舞窮したとしても、罠法遷七八条の類推遍灘によって保

護される。」という。

　勉に、購きの見解として、前場、懇申秀瞬「連載　場代保験撫保論（第

6廼〉」鎗6薮、山下友信「探験契約の解約払戻金請求権と異事執行・蟻権

者代襲請求」金議法務事鷲鼓舞弩（i鱈7奪6縁葛8〉楚嚢がある。

　以一ヒの詑遽は、緩曝盛一「生命探険契約上の権利の差押え」石継溝編

嚢呆験と蓬圭録遷2§5蓑による。

　これ1ま、さらに続1すて、「このことは、保験契約者の簾権者の稼護と謀険
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金受取人等の生活縁鐘についての麟莚の保護との調整をはかることが、ま

たどのような方法で講整をはかるかが、今後の立法政策を金めきわめて重

要な課題であることを類実に示している記と撫観する。

　また、特約による給｛寸金の差押えについて1ま、庫諺鶏、糸舞1厚生「生命保

険契約上の権利の差押についての考察」i鰺一玉露頁参照。

　勉｛こは、舞えば、保験契約上の請求権である高震：障害1探：険金に関しても、

その絵雛の盤質から、披保険者を保験金受取人とすると約款土嚢建されて

いる。これは、実際に高農：陸害状態に隆っており、保険金の需要老衰身で

ある綾保験者に保鏤金を支払おうとする転癒である掴、実鰹に保験事故が

生じて具鉢比した金銭績権となれば、綾権者の追求を受けることになる。

このようなケースでも、給付の性鰺に鑑みて、鶴らかの手当が必要なのか

もしれない。麟揚、濃懇盛一「生命保縷契約圭1の権利の差押え」262頁は、

瞬臨

第略章　これまでの判決

本章では、保鞍契約者の績権者による保険契約の任意解約権の行使に臠する

これまでの下級審の鵯決の験討を行うこととする。

　本靉靆に興する先髄としては、以下のような鵯決があげられる（演舞。

傷　大騒地裁紹瀦総年5肩鰺蓉講決（響撰鋳鞍餐3§号韓§頁）

　AはY保験会社（被告、控訴人）との闘で、A自身を被保険者とする保険簸

簡5無、保験金額騰総万蓉、解約払戻金i総万円の積立ファミ｝／一交通傷害保

験契約を締結した。X（療告、被控訴人）はAに対する貸金績権による儀務名

義に基づき（神戸地方裁判勝尼鋳支部昭報留年（ワ）第26§号事件として霧決

確定）、AのY保験会社に嬉して有する保険契約、との解約払戻金請求権を差し

押えた。そして、Xは、その鍛立権に基づき、Y保験全貌に対し、本件保縷契

約を解約する濤の意思表承をなし、解約払戻金の麦！払を求めた。

一i39一



行政桂会誌集　第鴛巻　第i畢

　なお、「誉保験契約においては、保険契約者はいっでも保験契約を解約する

ことができ、その場合には、保験者は保験契約者に嬉し解約払戻金を支払う旨

の特約力董あった。」というの

控訴棄藁（積極〉

ギ解約払戻金支払請求権を差し押えた縫権者は、その取立てのため生命線験契

約の解約権を行使することができるものと解すべきである。」

　鵯漢は、選曲の中で、「本件の争点は、被控訴人がその差し搾さえた解約払

戻金支払請求権の取立てのため解約権を行使して本件保験契約を解約すること

ができるか否かにある」と指擁し、ε解約払戻金支払請求権はこのように一定

額の金銭の給付を野鶴とする財産的権科であり、しかも、民事執行法萄2条の

差樺禁生籬権ともされていない。したがって、それが・繰験契約の解約によっ

て異体的な権利として毒在するに至った場合に差樽えが許されることはいうま

でもないが、保験契約の解約羨においても解約を条拝とする条件付権舞として

存在し、その内容も時々において鷲篤しうるものであるから、その差押えもま

た許されるものというべきである。」「そして、金銭の支払を馨的とする縫権を

差し押えた儀権者は、績覇者に対して差押命令が送達された霞から一週闘を経

遍したときは￥その差し押えた縫権について鍛立権を取得し、右縫権の取立て

のため、績驚考の有する権麟を、右取立ての霧的の範雛内において、かつ、有

権科の性質に反しない霞むにおいて、行嚢することができるのであるから、鐘

権者が生命保険契約解約謬至の解約払裏金支払請求権を差し押えこれについて取

立権を取得したときは、この解約払戻金支払請求権を具体免せしめて取り立て

るため解約権を行麺して生命保験契約を解約することができるものと解すべき

である縁と述べた。

　また、控訴人が、差押縫権妻は解約権を行使することができず、解約権が縫

権妻代鎗の舞的にもならないとする獺磁としてあげる、生命保験契約の解約に
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録験契約の解約払震金請求権に繋する差樽えに醸する一考察（轟轟雄一）

関しては契約者の舳意思を尊重すべきで豹、本／報験契約では・保険契約

者の飽に遅纒者や購鑑の親蕨も鞍保験者とされ、彼らも契約の解約に重大な雇

害を有するという主張に絶しては、「確かに、生命保験毒彗渡は、鰐来の保験事

故の発生による生活の経済的不安定に麟越し、その不安定の除去、軽減のため

の備蓄をするという趣養を含んでいることは否定することができず、したがっ

て、保険契約の存続についての保験契約者及びその被養老の孝鱗撰鍾するこ

とを要することはいうまでもな秘が、生命線験鱗度は、鶴鋳に謀験契約者の資

産の運購のため瀦矯される場合も多いのであむ、また、生命保験契約により保

験契約者や保鏤金受取人が取得する纏縫こついては、その蟻権者の縷彗において

儀権の握探として重大な麟害を鳶するものであるから、生命保験麟褻を専ら保

険契約者及びその鞍養老の保護の面からのみ考えるのは穏当でない。」と糊示

する。

　さらに、解約権の一身専霧性に臠しては、籔解約払戻金支払請求権の差押え

が警される以上、これを取鯵立てるため差押績権者において解約権を行使する

ことも許されるものと解するのが相当である。けだし、解約権は保験契約者の

登霞意思によ鯵いっでも行痩することができるものであ妖しかも、その白露

意思は身分法上のそれのように一身専属的なものとして格溺に尊重することを

要するものとも認められず、また、解約払戻金支払請求権の差押えが許される

としておきながら、解約権の鴛縫は許されず、保験契約者が後に解約権を行嚢

するまで解約払戻金支払請求権の取立てを待つべきであるとすることは、結局、

解約払戻金支払請求権の差押えを許した趣霧をほとんど無にするものだからで

ある。」と華1韓豪し、否定した。

本件の特徴

　本件の特徴は、まず第一に、差押えによる取立権に基づく解約権行使に関す

る事件であるという点である。その意味で、次輩でみる本稿が主な検討の対象

としている東京地裁平成臆年8鐸2獲1覇決のまさに先纐といえる事件である。
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行政縫合論集第i2巻第正号

　第二の特籔は、この事件で開題となっている保験の種類が、交通積立ファミ

1ナー傷讐羅翠陰である点である。これは、生命｛呆験契約が問題となった葉京地裁

平成欝奪8月268判決とは大きく異なるところである。しかしながら、本趨決

では、交通積立ファミll一保験特有の盤質を縫題とせず、交選積立傷害保験で

ある本件を生命保険契約における解約払戻金支払請求権の解約の鶏題と瞬む導

ジッタを繙いて結論を導きだしている。つま鯵、交通積立ファミリー傷害保験

と生命保険を購観して、講じ欝ジッタで問題を越遷しているのである。そこで

は、生命保険が必ずしも保験事故発生による遺蕨保障や家族の経済生酒の不安

定に麟処するためだけのものではなく、資産運絹のためのものでもあると一般

的にいえるので、交通積立ファミリー傷害保験も羅様であるという論理が使わ

れているのである。

　両者を属醸する理継を考えてみると、解約払戻金請求権は、講述のようにそ

の責任準備金に基礎をおくものであり、その意鞍で、解約払戻金請求権の差押

えの問題は、生命保険契約においても交通稜立ファミ婆一傷害保験においても、

瞬じ保験技衛的な購造を簿えているのであって、故に、同ご欝ジッタによる解

決が鮨癖されるのであろう。

　そして、判決は、以上のような一一駿譲を前礎として、本締における当該保験

契約の繊々な異体的利害麗係や契約締結の過程、事椿を総かく験離することな

く、民事執行法の燦定からストレートに、差押縫権者はその取立権1こよって儀

務者の探験契約の解約権を行使できるという一般的結識1を採零し、差押綾権者

の迅速・優密な瞳権の満足にかなう判薮を下した。その意味では、東京地裁平

成緯年8月26響覇決に共通する奮ジッタをもつ判決であるといえる。

　本件は、縫権者代位権による解約の場合に！繧決が採耀している二分法を採賭

していないという点でも、東京地裁軍成婚葎8月26B覇決と同様の立場に立つ

ものである。どちらも、綾権者の秘益を重複する結論を採霧しているからであ

る。

　さらに、気になる主張として、請求療霞5は、「生命保験契約の解約払戻金
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保険契約の解緯払渓金請求権に録する差押えに絶する一考察（福島雄一〉

支払請求権の差押えは、当然に生命保険契約の解約権の差押えをも含むものと

解すべきであって、被控訴人の右解約権行髄は、差押績権者としての権罎に基

づき差し揮えた解約権を行使したものである。飯に差押績権者として解約権を

鴛便することができないとしても、総谷（Aのこと。以下瞬様・・筆者涯）は

縫になんらの資力も有しないのであるから、被控訴人の右解約権行使は、縫権

者代位権に基づき纏谷繕の有する解約権を行養したものである。」と主張し、

解約払震金請求権の差押えが、当然に解約権の差押えをも含むという立場をと

っている。現在はこのような立場をとる者はないように思う。さらに、取立権

に基づく解約権行使だけではなく、債権者代位権に基づく解約権の代位行使も

可能であるとして、二つの方法の欝存の可能盤iを認める点にも特徴がある。

　また、控訴人主張2は、「本件保験契約の解約払震金支払請求権の差押えは

当然に解約権の差押えをも含むものであるから、被控訴人が欝ら差し押えた解

約権を鑛権者代盤権に基づき行使することは許されない。被控訴人は民事執行

法一六一条に基づく譲渡命令により差し押さえた解約払戻金支払請求権の譲渡

を受けた上、自らの権科として解約権を行使すべきである。」と述べる。この

立場では、儀権者が差押えをして、解約権を行使するためには、譲渡命令によ

る解約払戻金請求権の譲渡が必要であると説く点で特徴がある。また、この方

法が債権者代位権による解約権行使の方法と欝存し得ないとする点でも特籔麟

であるむ

轡　東京地裁紹秘総隼9月嘩7霞講演（判携持轍纈号奄42貰〉

　A会社は、A会社を保鏤金受取人、B代表取締役を被保険者とする積立ファ

ミ1ヌー交通傷害保険をY保陰金縫と締結した。A会社の績権者Xは（XはA振

鐵の約束手彫の所持人であり、Aは銀行取引停鑑縫分を受け、営業練麹状態に

あり、星影金綾務を支払えないために、その保全が欝的〉、A会社の無資力を

選i懸に、右傷害保険契約の解約権を代｛立行使し、Y保険会社に対し解約払戻金
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の支払を求めた、なお、本欝契約において、諜験契約者はいっでも銀縷契約の

解約をすることができるとされ、解約の意思表示のあるときには一定の解約払

戻金が支払われることとされていた。

　この事案で鞍昏は、「本件保験契約は、傷警保験であるから、鰻人が身捧に

傷害を受けたことによる治療費等の積極鰻讐又は逸失瀦益を補う目的のもので

あ甑綾蝶険者の理実の生活に対する保藻機能1ま、握害保験及び生命保験に比

べ、極めて大きいものである。保験契約者が傷害録験契約を解約することは、

保験事故発生時における被保験者の生活に最も密着した捲保である右のような

簸待権を奪う結果となる。本件では、保験契約者と被保険者とは実質．と同一で

あ鯵、このような契約麗孫にあって保険契約者が§ら解約権を行使することは、

§らの生活に封ずる線障を敷棄することとなる。以、熱のような解約権行使の実

藻上の効果よりすると、右解約権は、保険契約者の一身専属権と解すべきであ

る。鍵って、績権者代位権に基づいて保険契約者の績権者がこれを蕎養するこ

とはできない。3として争った。

認容（確定）（積極〉

　鵯決は、「民法羅二三条一項錯書一（酪）一の俵務者の一身に専属する権

利とは、その権穰を行痩するかどうかを績務者の意思に任せるべき権利をいう

ものと解すべきである。」とし、「保験契約の解約権が一…身専属権であるか否か

は、一律に講ずべきではなく、当該保険契約の種類や内容によって懇霧的に綾

離すべきである。」とする、「なぜなら、保険契約といっても、課陰金受取人の

鑑活鎌継あるいは社会謀障の補完的意味合いを強くもっているものもあれば、

そのような意味合いが殆どなく、奪ら純粋に掻害の填補だけを轄的とするよう

な性質のものもあるのであって、繭者のような保験契約にあっては、保験契約

の継続・解約の意慰決定について奪ら保険契約者の意思を尊重すべきであむ、

いかに儀権者とはいえその容かいを許すべきではないが、後者にあっては、解
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探験契約の解約払戻金請求権に嬉する差揮えに関する一考察（纏島雄一）

約権あるいはその結果発生することのあるべき解約払疾i金請求権も特に通常の

難産権と霧異に論じる必要はなく、縫権者の代位行使を許して差し支えないと

解されるからである。」という一般論を展聴する。

　本件について、判決は、「本件保険契約は藤灘鉄筋（A金被、以峯同様・・

筆者注）を保険契約者兼保険金受取人、同代表者纒人（8一筆者荘）を被保

険者とする傷害保険契約であることからすれば、本件保験契約は、代表者憑人

の傷害事故によって藤遜鉄筋（A会社〉がその事業活動に支鐘を来し、ひいて

は財産的積書を被ることを予想し、それを専ら経済的意秣合いで填補すること

を第一次的な馨的とするものであり、生活保障あるいは被会保鐘の補完的意味

合いはほとんどないものと解される。そうであれば、本件保険契約の解約権は

／奏権者代｛窪の業鐘象1こならない一身専羅権iであると解すべき理由はないといわな

ければならない。」と半弩示ヰした。

本件の特徴

　本件の特籔は、まず第一一に、保験契約者の債権者による解約権の代｛立行使の

事件である点である。その意味で、差控えに基づく取立権による解約を肯定す

る後連の棄京地裁平成欝年8月26馨判決とは、その論理を異にする。

　特籔の第二は、本件が積立ファミ蔭一交通傷害保険の事溺であり、それが、

法人契約であ絵、かっ、その契約の損害填補としての意味合いが認められた点

である。覇篶にあるように、契約内容が、保険契約者兼保険金受鍛人が会社で

あり、被撮験者が会社代表者であるため、当該保険契約が保験事故発生時の会

縫の穫害填補を嚢的とする事業保験と覇藪されたケースである。

　つまり、本件の保験契約1ま観客填補を鍔的とするものであり、従って、その

解約権の性質は一身専属権ではないという蓬礁から、保験契約者の綾権者は鏡

権蕎代位権に基づき解約権を代位行使し、保験契約を解消し、よって儀務者が

保験者に対、して有するに至った解約払戻金請求権に関しても、代位請求できる

とする。
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行政桂会譲葉　第翅巻　第i号

　その鰹の覇懸基準として、保険契約には、生活保障あるいは縫会保障的な色

彩の強》ものと、そのような意味合いの全くない損害填補を霞的とするものが

あり、前者については績権者の解約権の代｛立行使が認められず、後者について

は認められるという、いわゆる二分謹が裸馬されている。従って、論理的書こは、

保験契約者の債権者による解約権の代｛窪行使が許されない性質の保験契約も存

在しうることとなる（注2）。

　この点に麗して、石墾教授は、本鵯決について、次のように遽べる。ゼ確か

に、一般論としては判讐のいうとお善、当該緑陰契約の種類や内容によって解

約権等の代位行嚢が許されるかどうか決定すべきである、という立論も賛滅で

あるが、その基準として、異体的に現鴛の緑陰契約のうち、被保険者や保験金

受取人の生活保障あるいは社会保瞳の補完的意味合いをもっている保険契約と

はどのような種類のものをも・うのか、またこれだけが基準となるのか、深く吟

味していかなければならない。法律上鑓分や差押が禁止されている場合1こは、

解約権等の代位行使も劃限されると考えてよいが、民懸の保験契約については、

法律上越分や差押を禁止しておらず、したがって保験契約者の解約権を約款で

麟現している場合を縫いて、原難としては、解約権等の代毬行使を否定するこ

とはできないと考えてよい。ま（涯3）と二分説について、一一縫論としては賛意．

を示しっっも、銀縷契約を分類する基準設定とその認建の露難さに隣して畿鵯

される。

　いわゆる二分説は、問題となっているそれぞれの緑陰契約を魑鶏具体的に検

討することで、その解約権iの一身専羅盤が決定され、それによって、解約権行

使の可否が決まるという考え方であるが、これには飽に以下のような難点があ

ると接摘されている。

　饑えば、「保験契約の種類や内容、契約締結の経緯、さらに被保験者の健康

状態（死簸が近づいている時に解約権を一一方的に行使するのは開題がある〉等

の事晒も考癒を要するとすれば、この基準は緩蘇さが残るので、裁判外で一律

に縫権者髄擁を認めるのは疲灘であり、裁糠こよらざるを露ないという難点
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録験契総の解約重ム戻金請求権に女せする差押えに臠する一考察（懸轟雄一）

がある。涯（注4）という翫宰llである。

　また、山下教授は、本件判決に関して、』二分議に端する挺判として、端的に

以下のように遊べる。つまり、「一般的に魑決のいうような区霧の基準1こはか

な鯵不瞬確な部分も残ろう。懸人が保険契約者策謀鏤金受取人である保験契約

についてはすべて生活保瞳を羅的とするもので綾権者代鏡権が癖絵されるとす

る趣懸ではあるまい．しかし、そうだからといって、鰍料の額あるいは織

金の額により結論を左右することもきわめて臨難であろう。そればかむでなく・

保験契約が生活保障を霞的とするものであるにしても、保験による生活保瞳の

みにつ“て籏権者の追求か毅襲暮であってよいという考え方に問題があるので

はなかろうか。生活1呆障は保険のみが手段なのではなく、預金、信託などのあ

らゆる金融商品の霞的とするものであるからである。むろん、老後などの生活

保障のために績務者の一定の財産は鑛権者の追求を免れるとすることには合鍵

姓も認められよう。しかし、それは、給料績権などについてと鷺様差し押さえ

禁重を法定することによ鯵なされるべきものであり、現行法では一律に篠権者

の追求を免れる財産を認めることはできず、せいぜい民事執行法一五三条の遍

羅を儀権者代位権についても類推することができる1ことどまろう。」（涯5〉と

捲嫡される。

　逆の言い方をすれば、甥決の採賭する二分説によれば、金謙醸晶の中で、保

険契約のみが、一定の場合に、難者の追求を圏遷することができるというこ

とであむ、今のところ儀権者代懲権に基づく解約権の行使という限られた場合

においてではあるが、二分誌ま保険金受取人や保険契約者等の保険契約の利害

騰係人の保護のために一定の機能を果たしているともいえる。

　少なくとも、本件判決は、生命保験契約ではない、積立ファミ1｝一交通傷害

保険に二分議を顯1して、宰懸を行ったとい憾綜で先概しての慰蔽もつ

といえる。

一一一 奄S7



行政蛙会講集第捻巻第i号

麟　大飯地裁平成5年7月絡縫判決（醤携鋳鞍馬雅号翅§頁）

　訴外A会鮭は、昭総総年鰺月鐸露こ破産宣告を受け、Xが破産管財人に選任

された。醗穂鑓年7月6日、A会鮭の代表鍛締役3は露ら保険契約者、被保険

者、保険金受取人となり、￥（郵政省〉との購で、養老保験契約（緯年払込み

懇年満難、保験金額鍛§万円、萄約保験金額鎗0万円の籟易生命保験）を、保験

料申込時一一繕払込で締結した。Xは、A会社がBに射して握害賤業請求権をも

っため（BがA会社の財産を横領した事実が認定されている〉、Bの無資力を

理由として、縫権者代位権により、発の保験契約を解約する旨通告し、解約払

農会を支払うようにYに求めた。

　これに繁して、被告は、籏権者代盤権に基づく保険契約の解約に関して、

「生命保険契約の解約権をはじめ保験契約者が有している種々の権萃壌ま、保険

契約者、被保験者、保鏤金受取人、保険者の醗者間の権利義務麗係に重大な変

乾をもたらすものであって、保駿取引の安全と法的安定盤のいずれの見地から

しても、保険契約者以外の第三者の代載行痩には騨染まない。また、生命線験

契約の性質上からも、保験契約者以外の者がこれを解約することは許されない。涯

等と主張する。

一離認容、一部棄舞（確建〉（積極）

　判決は、「生命線験契約であることのみから当然1こその解約権が行嚢．との一一

身専属権であると解することは相当ではなく、生命線験契約のうち専ら保陰金

受取人の生活保薩あるいは社会保瞳の補完を目的とするものなどにあっては、

その継続・解約の意思決定に嬢権者が干渉することは許されないと解すべきで

あるが、縫方、生命線験契約の中でも棄として鞍蓄や時には耕蟻を主たる翼的

とするような契約にあっては、その解約を選常の財産権と霧異に籔う理詣はな

　　　　　　　　　　　　　　　一i認一



傑験契縛の解約払戻金請求権に麟する差押え1こ関する一考察（福島雄一〉

いと解される。」と一般論を述べ、本件に関しては、「本件探険契約は、一時払

養老保険であり、契約の当紡に一括して保険料を萌納して払い込み、高舞懇り

の醗当を簸待するいわ睡る欝蓄型の保険であ穆、一・中鵜・一また、保険

契約者、被保険者、保険金受取人が扇一人であることからしても、その性質は

専ら貯蓄を馨的とするものとみることができるから、その解約権を行使圭1の一

身専羅権と解すべき理密はない。葺と輝籔する。つまり、ゼ本件保険契約は、原

告の綾権者代位権に基づく解約権（養老保験約款醗贋条）の行使によって、樗

来に向かって解約されたことになる。」と結論づける。

本件の特徴

　本件の特籔は、まず第一に、保験契約者の績権者が養権者代位権によ参養務

者の保険契約の解約権の代位行使を主張したケースであるという点である。

　第二には、本件が、非民営の保験契約である難易生命保険に関するものであ

り、それは、異体的には、養老保険契約の事擁である点である。本件では、篶

易保験ということで特需な鵯薮はなされず、生命線験一毅と瞬じ皺皺いがなさ

れた。

　契約の異体的な状溌としては、保険料が一抵払され、保険契約者、保険金受

取入、被保験者が構一人であることから、高利璽鯵配当の貯蓄型保険と認定さ

れたケースである。

　本件においても籠権者代位権の目的となる権利に閉して、保険契約上の解約

権が債務者の一身奪羅権に属するかどうかが開題とされた（民法423条i項縫

一書）。

　その点に関して、甥決は、生命保険契約であるということだけで当然にその

解約権が一身専霧権となるのではなく、その生命保険契約が受取人の生活保障

あるい1ま筏会保篠補完の§的を有するのか、単なる貯蓄や利殖を欝的とするの

かによって、解約権が行使．上の一一身専羅権iとなるのかどうかが決まるという基

準を礎尽した。

　　　　　　　　　　　　　　　一i49一



行政桂会論纂　第鎗巻　第亙号

　その意味で、本件判決は、轡東京地裁紹麹5§年§月鉾警判決と繕檬に、いわ

ゆる二分説を採離したものであると鍵解できよう。

　また、本件は、簡易生命保験に関するケースであるが、臨易生命保険に対し

ても民営の生命保験契約と認むく二分議の基準が適灘されることを明らかにし

たと考えられる。

　本件講演に離しては、中酋教授の評釈がある。それは、本件判讐の結論に賛

成しつつも、以下のような続報をされる．つまり、「縛ら保険金受取人の生活

保縫を§的とするものにあっては解約橿の代麺行使は許されない遜という鋸分

には、私見としては賛成できない。私見としては、専ら保鏤金受取人の生活保

瞳を霞的とする契約の場合でも、解約権の代毬打綾は可能であると解すべきで

あると思う。」（注6）という。これは、二分説を採矯せずに、全ての種類の保

険契約で、纒驚の契約の事嬉を考癒することなく、儀権者が綾権者代位権によ

り解約できるという立場であろう。また、解約権は一身專霧権ではないという

説明として、解約後の解約払戻金請求権が、保験事故発生後の保陰金請求権と

同様に、差押え、代位行使の対象になるということを離提にして、ε保験契約

者の解約権は、生命保験契約が契約期闘を定めて纏結されている場合でも、保

険契約者はいつでも保険契約を樗来に向かって解消して以後の保険料支払義務

を免れうるものとする趣旨で認められているものであり、保験契約上は保険契

約を解約するか否かは保険契約者の導密である。しかし、解約によって生ずる

効果は、保験契約が樗来に向かって消滅するということと、保験契約者が具体

的な金銭縫権としての解約払戻金請求権を簸欝するということである。解約権

の代｛堂行使を認めると、探険契約者は存続させたいと懇っている契約をその意

思に反して解約され、その契約によって達成しようとした無終金受取人の生活

保薩の霞的を達成できなくなる場合が生ずることは確かであるが、そのことの

ために、解約権がそれを行使するかしないかの覇籔を必ず保験契約者自身にま

かせる必要があるものになるとは解されない。のみならず、解約権の代塾生行使

はできないものとすると、保験契約者の解約の意思表示だけで異体的な金銭縫

一重5§一一



　　探険契約の解納払戻金請求権に録する差押えに関する一考察（福濫雄一〉

権となり績権者がそれから満足をうけられるものが存在しているのに、保険契

縮が解織な畷職権都齪を彊旅榊こ犀構・債務者である
保険契約者の無資力の場嚢において保険契約者の意思のみで債務の引当てとな

らない雌を臆に勧離ことを認める結魁勧て・硝でない・鑓幾

鵯する（注7）（注8）。

　し帆、縣契縮が解糖鮪するのは、離這磁うに・職契縮が解

約払戻金請求権等、保験契約上の権利の背後にある責任準欝金に帰して持分を

裁ている栃で魏、そうであればこそ、繍上・徽契縮紛瑠約権

が認め硫る艇豹、そ櫨、織契細存続鰻激ついて・懲こ仁シ

アチブを与えるという趣冒であろう。

　また、保験契約者が解約しなければ績権者が満廷を得られないという畿半薙に

ついては、績権者がそれを承知で解約前の解約払戻金請求権を差し揮えたのだ

からそれもやむを露ないというべきであろう。従って、債権者は、欝分で条件

づ緒ナた範囲で琴li益を享有1するしかないG

鶴　東京地裁平成§年2月露8判決（糊携鋳報徳2薄号82頁、金融・商事牢ll撰

　§73号34頁）

　X銀行は、平成2年8月8霞、訴外A会社に金i億388万霧余りを貸し付け

た。A会社は、Y保験会椎との懸で、平成2年9弩玉露、A会鮭を保険契約者

兼保験金受取人、A会社代表者8を被保険者、保険金額9鎗奪万聾という内容の

一一一

桾･変額保険契約（終身型）を締結したひこの契約には、解約条項として、

懸鄭緒轡つでも契紐解継ることができ・そ礁縦の解約払戻金が

難練る吐が定め磯ていた．轍癬朗膿磯銭磯イ初辮こすで
に、X銀行は、本件保険契約に基づく保険金請求権及び解約払戻金請求権につ

いて、右貸金を被握保縫権とする質権の設定を受け、A会社から保険証券の交

付を受けた。また、Y保険会被は、右質権設定について異議をとどめず承諾し
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褥政嫉、会講集　第鎗巻　第i号

た。A会社は、率成2年鴛月5目以降遜済を怠鯵、難鰻の利益を喪失した。X

銀行は、Y保険会社に対し、A会社に代位して保険契約を解約し、質権に基づ

き解約払戻金の支払を求めた。

　これに対して、被告Y保験会社は、縫権者が藻験契約者の解約権を代位蕎使

できるかという点に関して、X銀行が、本締保険契約の解約権をA会挺に伏縫

して行養することは許されず、X銀行はA会社を掘手方として、Y保験会社に

対して保験契約の解約遜難をするよう1こ求める訴訟を鍵起し、その請求認容の

確定覇決をY保険者に送付し、権利鴛使を舞うべきと主張する。その理由とし

て、購1まず、本件保険契約において保験契約者以外の者に解約権を与える矯

憲誌いだけではなく、保験契約者の解約権行慰撫しては保険証券、保険契

約者の署名檸聚のある解約請求書及び発行後一か肩以内の鶏鑑証明書の提議を

要求している。また原告も質権設定に際して解約権は奮光社（A会麺・筆者注、

以下同様〉のみが行硬できるということを了承している。肇に、生命保験契約

は遺族の生活繰瞳を目的にしており、その期待権を一・窮奪う結果となる保験契

約者以外の者による解約権の行整は右様験契約の盤質上許されず、右の諸事惰

から、本幹における解約権は保険契約者のみに専属すると解すべきである。繧

更に、飯に被告が裁鵯外の解約権代紘行使に感じて解約払戻金の支払をした場

合、秘光社（A会娃）の無資力についての舞嶽を誤れば、後§被告は三聖払い

の危験にさらされることになるだけでなく、一度運堰を窪めた変額保験を復元

することは非常に露難である。」ということをあげた。

請求認容（確建）（積極〉

　宰彗決は、解約権1が一一身専属権に該当するかという点1こ関して、「疑法難二二三

条一項ただし書に燦足する績務考の一身に導緩する権麗とは、その権麗を行使

するかどうかを綾務考の意思に任せるべき権利をいうものと解すべきであ青り、

本｛辱｛翠陰契約の解約権が穂光老赴（盛会娃）の一身専属権に該遇するか否かは、

・一 ¥52一一



保験契紛の解約払涙金請求権に講ずる差押えに絶する一考察（覆鶴簸一）

本件保験契約の種類、内容及びその締結の経緯等の諸事情を考癒して験試すべ

きである。そこで本件保験契約について検討するに、本警保験契約は、・一

中整…　　和光社（A会社）を保験契約者及び死亡保険金受取人、鈴木（A会

社代表毒B・筆者注、以ド講様）を被保験者、保陰金（給付金）を二縫合謙一

癒八六〇〇万円とする一一時払変額保険であり、麹光社（A会素圭）は本幹保験締

結に当たり、原告から利患七・九パーセントの約定で倦む入れた金一一癒〇三八

八万六五八○護を、被告に帰して三舞分の保験料として一一落して支払っている

ものであるから、穂先社（A会雛）が本件保験契約を締結した醤麟は、穂光社

（A会鮭）の代表毒である鈴木（A会社代表者B）の死亡により穂先社（A会

社）が事業活動に支簸をきたす事態に順えて、右握炭を専ら経済的に補填する

ことにあると考えられ、さらに療告から穂子付きで鱈む入れた資金を…話して

保験料支払に充てた変額保険であることを考癒すると、簸税及ぴ資産運纒羅的

であることが舞ii認される。また本｛隼｛渠験契約締結の経緯についても、　・・。中

終日・原告と憩光社（A会社）との幾では本件貸付の嚢である軍成二杢ξ八月

八欝に賎に、本件貸金を被握保綾権として霧来契約すべき本件保験契約に基づ

く保険金支払請求権及び解約払震金支払請求権に質権を設定する合意がなされ

ているのであむ、稲光縫（A会社）が本件保険に麗人するためには療鑑から支

払繰験料の甦資を受け、本／彗・保険契約から生ずる権稗こ原告のために質権を設

定することが必須の蕪鍵であったことは明らかであるから、驚尭娃（A会鮭）

が原鑑に対して本件貸金の返済を怠る場合には、本件保験契約に基づく翻光被

（A金野）の受ける趨藁は着請求権に対する原告の質権に劣後するものである

ことを当鋤坊稲光鮭（A会社）もト矩鯨就ていた払・うべきである。右の

ような本／奪鎌験契約の種類、内容及びその締結の経緯に照らすと、解約権の行

使を穂先社（A会社）のみの意思に委ねるべき事鷺は認められず、右解約権の

行嚢は、縫権煮代位の対象とならない一身専属権に属すると解することはでき

ず、この点に護1する被『盤量の蝶壬張1ま聲難嚢がない。」と睾！1示した。

一捻3一一
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本件の特徴

　本件の特徴は、第一には、保験契約者の績権者が、債権者代位権により保験

契約を解約し、質権に基づき解約払戻金の支払請求をしたケースである点であ

る。

　第二には、本件は、一一織払変額保険のケースであむ、異体的な契約の状溌と

して、会社が保験契約者兼保険金受取人であり、被保険者が会嫉代表者であむ、

従って法人契約とされ、さらに、銀行からの鑑入金を保険料の一抵支払に売て

ていること、鑛権者である銀行が解約払戻金請求権圭に質権設定を行っている

ことなどが認、められた。

　鵯決は、これらの状溌をふまえて、本件保験契約をいわゆる事業保験として、

節税、利落羅的の傑験契約であるという判鋲を下した。さらに、裁判所は、俵

務者である保険契約者の無資力を認定している。

　本件に関しては、中蓉教授の評釈がある。それは、縫の鵯決と違う本件の特

籔は、質権の設定が行われている点であり、そのことに臠して、「民法三六七

条によれば、債権質の場合1こは、質権者は質権の§的だる績権を甕接に取立て

ることができる。従って・質権者は、被窪保嚢権の弁済窮が到来したときは、

直接第三綾務者に対して支払を求めることができるが、原告Xが質権設定をう

けたのは解約前の解約払戻金請求権である…　　牛酪・一．」と指摘する。

ここで、「質権者が保険契約を解約することができるかどうか、開題である。」

とし、「原告Xは、鼓舞外で債権者代位権（民法響二三条）にもとづいて保験

契約者に代位して保験契約を解約する鴇を保険者に通告したと主張して、被告

保険会鮭に対して解約払戻金の支払を求めている。原告の主張では、解約は績

権者代位権によるものである。解約によ鯵翼体的な金銭績権1こなった解約払戻

金請求権の行使は、質権者の取立権（蔑法三六七条）によるものである。これ

に対して霧旨は、綾務者である保験契約者の無資力を認定した■上1、解約権は甕

法遜二三条一項選書にいう一身専緩権ではなく、原告による解約は鳶効である

と認めて、質権者は解約払戻金の支払を求めることができる旨を甥示している。」
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と述べ、鵯猛の結論に賛成．しておられる（注9）。

　この様に、質権設定が本件の特籔であるが、1票告が解約権を績権者代｛宣権に

基づいて行使したと主張したために、解約権行使の可否に関しては、結縁、縫

の講様の債権i者代｛堂権による解約に関する判決と購むロジックが採矯された。

鍵って、中茜教授の指摘されるように績権者は質権に基づく鍛立権に基づいて、

直接、解約が臨来るのかという点に閉しては、肇盤鴛がなされなかったことにな

る。

　さらに中蓉教授は、儀権者代位権によむ保険契約を解約することができるの

か、いい換えれば、保験契約者の解約権は一一身専属権かという霧題に寵しては、

鍵来の趨決と瞬様に（東京地裁羅秘59年§月鐸琶覇決、大阪地裁軍威5年7月

露8判淡をあげられる）、「保険契約の解約権の一身専羅盤iの有無は保験契約の

種類・内容等をみて各場合について覇藪するという考え方感が、本鵯決でも維

持されていると響懸され、野本覇決は、明言していないが、・・牛酪・・匿生

活保鐘又は被会保瞳㊧補完を霞的とする保険契約の場合には、解約権は一身専

霧権である虚と考えているものとみられる。」という。しかし本件の具体的な

事実闘係からは、「本件の場合には、匿生活保障又は社会保障の補完を霞的とす

る保険契約の場合には、解約権は一身専属権である盤と解する立場からみても、

解約権を一身専属権と解すべき場合にあたらないことは明白であると思われる。」

と解説される（疫欝）。

　確かに、本件鵯決は瞬書はしていないが、績権者が績権者代位権に基づいて

解約権を慾蔓できるのかとい弊糠にあたって、当該保険契織こついて・具体

的状況を験詳し、節税、秘殖を欝的とする保険である認定を行っていることを

考えれば、本件においても、往来どおりいわゆる二分説が麟提とされているよ

うである。

　また、本件は、質権設定が行われている点で縫の覇決とは事精を異にするが、

解約権の行硬が代位に基づいて行われる点では勉の判決と一致しているのであ

り、綾権者縦続権による解約権行使のケースの一一つとして蔽うことができると

・・一 ]5s一一
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考える。

　また、本件の保験契約は、一時払養老保験であり、会社代表者を被保険者と

する法人契約であり、多額の保険料を銀行から鑑鯵入れる等という事実縫孫か

ら考えて、生活保鐘や社会保縫補完の舅的を認定することはできないであろう。

その意秣で、本件は、二分説の立場からでも、非常に甥断の容易な極端な事擁

であ鯵、限界事舞の響織樗料には適したものではないであろう。

線　東京地裁平成椿隼7肩2紹判決（金融・商事糎醗欝総号総頁）

　原告Xは、綾告補助参趨入A株式会雛に対して3襲万鑓32講とその遅延損害

金を内容とする儀務名義を有する。そして、原告Xは、それに基づき、儀務者

A株式会社が第三蟻務者Y生命線験会被と締結した生命線験契約に基づく解約

払戻金請求権を差し押え、その解約をし、Yに対して、解約払戻金の支払を求

めた。

　なお、当該保験契約の内容は、保険の種類が定鱗保険特約付養老繰験契約で

あ鯵、保険契約者がA株式会社、被探験者がA株式会註の代表取締役Bであむ、

死亡保験金受取入はA株式会縫であむ、その死亡簾験金額は特約金額もあわせ

て55縫方需であったαまた、当該契約には、保験契約者はいっでも保験契約を

解約することができ、その場合には、保験契約者に解約払戻金を支払うとする

解約条項が存在した．この場合の、解約払戻金は、醗当金を撫算し、契約者貸

欝金の元科を控醸すると、87万8艇3霧となった。さらに、当時、A会社は、手

形が不渡りとなむ取灘檸虻鑓分とされ、取剃先にも会社を鱗鎖するという内容

の選務辞をぞテう等、無資力状慧1こあっノこことが認定されている．

請求認容・捜訴後融解成立（穫極〉

　舞決は、解約払戻金請求権の差押護権老に一律に解約権の行使を認めると、

当該保験の性質や解約の時嬬、状溌等によっては、保験からの給醤金を遜り湧

　　　　　　　　　　　　　　　　玉56一一
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とする受取人等に深刻な影響を与えることになることを認めっっも、「少なく

とも、当該保験契約が一時払養老保験のように鯨蓄型のものであれば、保険契

i総量1の績権1ま通常の藻欝金｛菱権と異なる取鞍接いをする必要はないから、儀権

者による解約権行使は当然に是認されてしかるべきであり、また、綾務者が無

資力となった場合には、綾務者は差押えが禁じられている財産以外のすべての

財産をもって績権者への弁済を行うべきであるから、当該保験契約が貯蓄型で

あるかどうかを賜わず、綾権者は儀権者代鐘権に基づいて解約権を行使するこ

とができるというべきである。」と一般論を展開する。

　そして、本件の保験契約に麗しては、籏務者たるA株式会社は、取引停壷鑓

分や業務停盛という事実関係から無資力と詰められるので、「原告は、債権者

代位権に基づいて解約権を行使することができるというべきである。」と輝示

した。

　さらに、本件の保険契約は、保険契約者兼保険金受取人がA株式会社、被保

験者がA会縫の代表取締役Bとされていることから、「代表者に保険事故があっ

たときに会社に発生する罎失を専ら経済的に填補する目的をもってしたものと

解され、そうだとすると、生活録障ないしは社会保篠の補完的な意味合いはな

く、解約払漢請求権を含む本件保験契約一飯の縫権は、勉の会縫財産とさして異

なるところはな墾というべきであり、この点からみても、原告の解約権行使は

認められるべきである。」と麦緩し、原告の本件解約権の行使を鳶効と結識す

る。

本件の萄織

　本件の特鐵は、第一一に、差揮縫権者の縫権者代錬権に基づく解約を認めたケー

スである点である。療“告の主張としては、差押縷権者は、差響えに基づく取立

権によって、保験契約を解約できるか、そうでなくとも、縫権者代位権によっ

て解約権を縦続行使できるという主張を行っている。

　また、第二二に、契約の種類は定期保験特約醤養老保験であ弩、保険契約毒と

一i57
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課鏤金受取人をA株式会社、被保険者をその代表取締役Bとする事業録験のケー

スである点も認められる。鵯決では、本件契約が専ら会被代表者に保験事故が

生ごた場合に金被に生じる撮害を填補する琶的を持つものであると甥籔されて

いる。

　本件を考察するに当たって注意すべき点は、原告が解約払戻金請求権を差し

押えているという点である。つまり、本件保険契約を解約するには、差押えに

基づく取立権i書こより解約する方法もあったわけであるが、享畦決は、債務者の無

資力を認定して、籏権者代麺権による解約権の代歓行使と運論購成した。

　つまり、全体としてみれば、績権者は、綾権者代位権によ辱保験契約者の解

約権を代髭行痩して、保険契約を解約し、よって具捧化した解約払戻金につい

ては差押えに基づく取立権を行使したという形になっていると想われる。保険

契約の解約権の行使に麗しては、綾権者代綾の方法によっているところがら、

本稿との麗係では、縫権者代鼓権による解約権行使のケースと分類したいが、

差揮えが事麟に鴛われて叢立権も嘗矯されているという点で変則的なケースで

あるといえる。

　保験契約者の績権者の俵権者代位権による保験契約者の解約権の代位背縫に

関して穣討すると、本件では、まず、綾務者が無資力であることを認定し、ま

た、保験契約を生活保雛型の保験と貯蓄型の保験に分類し、本件契約の具体的

な契約内容等を吟味することで、貯蓄型の保険であるという結論1こ達し、よっ

て、儀務者の解約権の代位行使が可能であるという結講を導いていることから、

ここでも、いわゆる二分法が参考とされていると考えることができる。

　しかし、覇決が、儀務者が無資力であるときには、当該録験が鞍蓄型であろ

うと、生活保鐘型であろうと、どちらであっても、儀権者代猿権に基づき解約

できるといっている点から考えると、譲理的には、本件甥決が、二つのスタン

スを取っている可能性がある。

　一つは、鵯決は、本件の事実縫係の下においては、鐵権者代位権による解約

権行使の可否は二分誕によるという考え方によっても、あるいは、保険契約を

　　　　　　　　　　　　　　　一i58一
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闘わず、績務者が無資力であれば、俵権者代位権によむ解約できるという考え

方によっても、どちらの考え方によっても、本件は解約が肯定されるというス

タンスである、つまり、』二分議か、無資力であればどんな保険契約でも解約で

きるとする議か、積極的にどちらによっているのかはっきりしない。二つの考

え方は必ずしも両立し得ないから（弼えば、二分議によって社会保障補完性が

ある保験契約と認められても、もう一方の議によれば、績務者の無資力を理由

に解約が許される可能性もあろう）、少なくとも本件の事実関係の下では、ど

ちらの考え方をとっても、縫権者代位権による解約が可能であるという範麩の

判懸が為された可能性がある。

　二つは、購決は、原購的に、縫務者が無資力の場合には、綾権者は、どんな

保険契約であっても績権者代位権1こよむ解約できるから、本件でも解約権の代

位行使が可能であり、ただ、本件の契約は、鵯醤にあるように擾害填補牲、貯

蓄性が高い契約と認定されているので、たとえ二分説によっても解約できると

する結講になるということをいっている可能性もある。つま毒気原則的に、ど

んな保険契約であっても、籐務者が無勧であれば、綾権者雌醸こ麹解約

が可能であるという議を採賭するという立場であろう。ただ、本件の事実麗係

の下においては、二、分説によっても解約ができるということを付撫するスタン

スである．なぜならば、綾権者代位権の行使には、綾務者の無資力が要件とさ

れるのであるから、解約ができるケースは、二分1幾によるよりも、縫務者が無

資力ならばどんな契約も解約できるとする説による方が、広くなるだろうから、

際鱗として後者の説を採るならば二分説の機能する場懸はなくなってしまうか

らである。

　以一ヒの二つのスタンスのうち、本件判淡は後者1こ立つものではないかと考え

ている。従って、本件覇決は、歪嚢から二分謹を採絹したというよりも、むし

ろ、縫務者の無資加素胎には、儀儲は、当該鰍契約がどのよう雛質の

契約であろうとも解約できるという論蓬を採駕していると考えることができる。

その意味で、麟速した簾者轍擁による解約権の代鮪｛斡ケースが・二i1分

　　　　　　　　　　　　　　　　一蔦§一
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謹を墨薩から採離して後権者による解約権行使の馨否を朝姦してきたのに鰐し、

本件は縫権者代｛立権によりっっも、饒権者による解約権行使の可否の麟欝翼こ襲1

して・騨の基準を提示してきたともいえよう駐欝。端的にいえば、欝遽した

が、績権者代鍾権による解約を支持するが、二分説は採鱗せず、綾務考の無資

力を要件とし、鞍蓄璽であろうと社会保鯵補完璽であろうと、解約できるとす

る立場であろう。

　最後に、本判決が、差押えに基づく取立権による解約を認めなかった遅宙を

鱗示しなかったことが惜しまれるG

　鎌上のように、保験契約者の養権者による縫務者の保験契約の解約に関する

判決を機醸してきたが、次章で遽べる東京地裁平蔵鎗年8月黙響覇決と本章の

韓大飯地裁昭秘5§年5月組置1鵯決の二つのケースが差押えに基づく取立権によ

る解約のケースであむ、叢りは、績権者代位権に基づく解約のケースというこ

とになる。対象となった保験契約の種類では、傷害保験に漢1するものが、1葺大

蔽地裁昭秘鎗年5月盤馨鵯決と麟東京地裁曙鞍緯年9月誓8覇決であむ、鰹の

ものは、広く生命保験に属するものである。覇決としては、積極とされるもの

ばかりであった。

　以、Llこ述べた肇！決毒ま■解綬審1こおけるものばかりであり、数も少なく、まだ理

論として確定したものとはいえないG

　しかし、少なくとも以上であげた事嫉を検討する漿りでは、綾権者代位権に

基づく解約のケースの多くで、いわゆる二分説が採購されているようである。

だが、それでさえも、／5簾京継！裁平成鎗奪7弩281三1舞決のように、影藤から二

分説を採囃せず、窮の基準を趨耀したと想われるものもあむ、一二二分説1ま纏倒鍵

講として必ずしも確立したものとはいえず、鍵って今後の覇決の推移に注意す

る必要があるであろう。

　ただ、『二分説は分類の基準が暖蘇であるという繊料は、少なくともここで紹

介した麟決においては、甕たらなかったようである。なぜなら、水鶏でとむあ
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げた事纒では、録験契約の当事者、保険料支払の態様その縫の事精から、生活

保障型の保険と難蓄型の保験とのどちらに蔑するのかという肇濃霧が購確に鐡来

たため、籐妙な麟鑛を必要とするケースがなく、比較的はっき鯵と判蟻のつく

ものが多かったからである。ただ、二分i鍵は分類が曖蘇だという幾判も、保験

契約の種類韓魚眼ではないし、契約の異体的状溌も一定のパターンがあるであ

ろうことを考えれば、判纏の蓄積によってその予灘蕃能牲はかなむ高まるので

はないかという期待をしている。

　また、覇鱗の流れをみてみると、縫権者による解約権行使に関する本件のよ

うな問題が、生命保験契約に関する睡有の翼題としてだけではなく、饑えば傷

害繰験契約における覇携が存在するように、縫のより広い範雛の保険のタイプ

に生じうる問題だということに注意すべきと患う（淺i2〉。

　これまでの保険の分類では、代表的には、撮警保験と生命保験（定額保険）

とその絶の第三種の保険という分類がなされてきたが、債権者による解約権の

行使の問題は磯の挽点を求めてきた。

　それは、縫権者代毯権の遍羅による判決でみられるいわゆる二分説で述べら

れているように、これまでの分類をもとにした愚考ではなくて、生活保鐘型か

醇蓄型かという分類であった。しかし、ここまで概観した鵯決では必ずしもそ

うではなかったが、このような分類を実際に行うのは極めて困難であると患わ

れる。具体的な契約が醇蓄嚢的なのか保障目的なのか糊然としないものが権当

あり鴛るであろうことは楚1檬に難くな乱、からである。

　また、このような貯蓄鷺鮭か｛呆障型かという分類が生じてくるの1ま、解約払戻

金というものが必ずしも生命保験契約に特有のもので慧なく、およそ責任準騰

金が生じうる契約類型では麟様に生じうる鶏題だからであり、このことも靉靆

を複雑にしている。しかも、解約払戻金の金額の多塚は、保験契約によって、

寿｝なり異なりうるのである（注圭3る

　　一方で、本稿で主に取り1急げたケースでは、差揮えに基づく取立権によ辱解

約権をぞ歯便するものもある。こちらのケースで1ま、代｛窪による場合と異なり、

　　　　　　　　　　　　　　　一鶴i一
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少なくともこれまでの下級審半群講の範囲では、二二分言莞のように舞騨本的に当該契

約がどの分類に属するのかという判懸を必要としないという意味で、葬常に績

権者にとって有利な解決が可能となっている。従って、覇鱗上は、縫権者は、

綾権者代位権と差押え1こよる取立権のどちらででも、儀務者の保険契約の解約

権の行｛吏が畢｝能であるが、鍛立権による解約の｛更零1茎さ、籠穫iさは｛責権者1ことっ

て大きな懸力なのではなかろうかG

注記

　（注i〉　本稿で紹介する覇決以外に、大飯地裁曙秘露年4月欝欝鵯決（繧和溺隼

　　　　（ワ）第騰号生命保険金代毬請求事働があるが、宰麟集未登載のために・

　　　　糸糊葦生「儀権者代位権による生命線駿契約の解約・解紛払戻金請求事樽」

　　　　生命保鞍文化醗究駈落報68号（懲84年§月）i警糞以下によ吟精報を得るよ

　　　　参徳がないため、本篇ではふれない。中蓉蕉墾・鵯鱗時艱舞37号（肇1擁評

　　　　論麓§号騒蔓）塞8頁参照。

　（注2）　綱鋼時鞍登磁号欝3頁参照、⇔

　（注3〉石鐙瀞半覇蝋難i8鍔（糊疑論32鍔§2頁〉2i頃・

　（注尊）　糸癖淳生罫線鏤金受取人の権舞の差押」ゼ生命保験の法律閤題違（金畿・

　　　　繭事半彗｛霧986号）玉総蔑。

　（涯5）　虫下友億「保験契約の解約払戻金請求権と民事執行・鰻権者代盤請求」

　　　　金融法務事椿麺爵号（欝8？奪§月麺8）欝頁。

　（注6）晒教授のここまでの馨謎は、葺鵜、晒・半縦時報灘号（辛覇評論

　　　　麟尊号悪蕊褻）2鎗頁による。

　（注7）　中西教授のここまでの記述は、轟彗握、中落・鵯纒鋳報蔦37号（鵯轡評講

　　　　尋4春号55頁）2逢9頁による。また、霧評潔餐嚢で、中藪教授は、購趣旨の見

　　　　解として、解約蕪の解約払戻金請求権の代続行縫の問題は、裟翼の生命線

　　　　険契約であれ、簿易生命保険契約であ嫉通であると指矯され備易生録

　　　　の差押禁童饒定を除外してという前鍵〉、「保険金被の生命保険契約の場合

　　　　における解編紛解約払震金論難の代懸鞭瞬暮否については・一中

　　　　賂一触行惣厨能であり、このことは保験契約力轍験金受蝦人の生

　　　　活線障を目的とするものであるときでも麟様であると解する縁かはないと

　　　　、馨、う。．涯と睾巻講される。

一露2一



保険契約の解約払戻金請求権に嬉する差押えに臠する一考察（檬島雄一）

（注8）

（注§）

（注鋤

（滋i）

　蔑掲、申茜・瞬弼時報蚤37号（韓擁評議艦e号弱翼〉器§葺は、本判決の

購造に関して、「はじめに解約権の代粒縮縫の可否の縫題について肇1慰し、

その上で解約の劾桀として生ずる舞鉢的な金銭支払請求権の代綾竹縫の可

否について享翻窮している。第一段の解約権の代｛宣行｛壷の享1継霧の馨駄こは、差

揮禁生競走に叢及していない。1といい、「私見としては、解約の結果とし

て生ずる金銭支払請求権が伏縫鴛整のできないものである場合には、解約

権の代盤行渡は綾羅者の共野薮重縁の保全には役立たないから、この場合に

は解約権の代銃行使もできないと解するのが適当ではないかと患う。　・一

中鵜…　　解納権の代縫鴛使の可蒼について霧慰する場合には、溝時に解

約後の翼鉢的金銭支払請求権が薬嚢握稼の採金に役立っかどうかの点もふ

くめて考える必要があるのではないか」と提言される。

　以上の記遜は、中西髭覇・鵯擁時艱i5認号（覇蟹評講襲2号蕊頁）2韓責

による。

　以上の記述は、麟掲、申蓉・鵯翻時報蔦懲号（肇獺辞譲442号妬心響嚢）

2鵜一24i頁毒こよる。

　二二分i説では儀権者の解華態権の背縫ゐ）ら保護される社会｛呆華章補完型の｛呆験

菱縫であっても、縫権者による簾権者代綾権に基づく解約に醸すべきであ

るとするものには、すでに鋳遽した中醒歪瞬・鵯騨痔鞍驚37号2響頁（判舗

評論麟倉号53頁）、濃茶友懸「保険契約の解約揺藻金請求権と段車執行・績

権者代位請求」金融法務事情鍍解号（欝8？奪6薄婚譲）6頁、金離・繭事

判騨鎗§9号澱頁等がある。

　舞えば、麟述の績東京地裁平成6年2擁28雛鵯決（判鱗時鞍蔦21号82頁、

金議・嚢事輝轡蟹3号騒頁〉に縫しての評釈として、蔚掲、申函・糊弼時報

蔦43号（韓無謬識4鐙号蔚翼〉2壌養で、申西教授は、銀縷契約の種類や内

容等を解約権の性質零濃霧の基準にする半彗決の立場に覆奏圭する。それは、「私

見としては、生命保険契約が生活保障を目的とするものである場合でも・

解約権は保験契約者の一身専属権ではなく、藏権者による代鼓行僅は可能

であると解すべきであると患う。そのことの礫麟としては・解約権は保険

契約を解約して解約払戻金請求権を翼然建させるという財産法1二二の効果を

生じさせるものであること、及び保験金請求権・解約払戻金請求権がいず

れも差樽禁iと財産とされていないこととの簿箆からみて、解約篭を一身専

属権と解すべき理琶柔1はないことを指摘することができる。」という。このよ

・i63
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　　　うに教授は、前鐡の轡大阪地裁平成5葬7月賂罎鵯決についてと霧趣讐の

　　　立場を採灘される。

（涯玉2〉　解約払戻金については、通常生命保験契約の開題として議講されるが、

　　　傷害採験や纏の探験の契約類型でも羅む議譲が践む立つのかという疑筒が

　　　ある。

　　　　基本麟に、解約払漢金は、黄経準備金をその療資とするのであるから、

　　　責任準薄金が生じうる保験契約の類璽では、講じ懸題、観じ講礎が妥当す

　　　るはずである。饑えば、倉沢康一難「解約払渓請求権の法的盤i質と差押えゴ

　　　ほうむ譲号（i弱2年、安慰火災）7嚢では、r．と認にあげた大飯地裁の霧決

　　　は（大藪地裁躍秘欝奪§穆8畔麟・・抵彊丙筆者涯〉、積立ファミ獲一交

　　　遜傷害保験に聴する事件であるにもかかわらず、これを生命保険と轟観し

　　　て諱むている。また、一般に、解約払戻金請求権の問題は、生命保験契約

　　　の効果として譲じられている討という。また、羨揚、倉沢康一郎ヂ解総払

　　　渓請求権の法的性質と差押え」鯵頁では、野生命緑陰において講難に支払わ

　　　れる金銭は、生存i稼陰金という藻験金である。それゆえに、保険契約の主

　　　たる熱果の維持という考癒が要請されざるをえなかったのである。これに

　　　録して、いわゆる穰立型傷害保険において満期に支払われる金銭が、もし、

　　　保鏤金ではなくて、預金の返還であるとすれば、その場合には、むしろ定

　　　顛預金の差押えと凝権の穫益状溌が瑳墨することになろう謎と詣接する。

　　　　また、そもそも、解約払翼金請求権の馨題は、テキストなどで探険契約

　　　一との権萃罎の延分差押えの溝否として講むられている問題の中に含まれるの

　　　だろうか。

　　　　基本書では（擁えば、大森忠夫・r媒険法遼偉嚢穣撰集驚鍔25馨蕪訂版擁

　　　版第3馨彗）3蓼5－3巷？3蓑、石鎚嵩置商法欝（｛呆験法〉　［敬譲丁蔽3違　（茎§｛｝？奪4月

　　　2観改訂蔽第i麟、毒躰書院〉3欝一3鰺頁〉、保険事故発生蔚の謀険金請求

　　　権と課験事故発生後の保陰金請求権を弩彗に講じ、そのあとに解約払戻金の

　　　越分・差押えについて論とるのが通常であるが、これはまさに、縫の保険

　　　金請求権と解約払戻金請求権は購の盤質のものであるという麟撰にたって

　　　いるといえる。なにが異なるのかというと、解約払腰金請求権が異体化す

　　　るのは、保験事故の発生によってではなくして、解約権の行使によってで

　　　あるということである。

　　　　纏に、飼えば、藤島徳治・r保験法〔新販確蕪g毅葎鷺擁2§饗祷版築2麟、

一緒4一■



緑陰契約の解約払罠金請求権に繋する差押えに関する一考察（福島雄一〉

　　慾i々蛙）3？6賛1捻、騨の構成をとる。そこでは、経蒙験事故発生後の翼鉢的

　　保轟灸｛轟権iの鑓分離というタイ卦ルのもと毒こ、探険事故発生の場合と共に、

　　解約払戻金についても講述しており、「支払事癌が発生して異体的な金銭績

　　権となった積立金払戻請求権および解約払戻金請求権も、§虫に譲護・質

　　入・差揮をすることができる。曇と遜べ、権舞が確定的になるという愚妹で、

　　保験事鮫の発生も解約等による支払事密の発生と区罰していない。録陰金

　　請求権も解約払戻金請求権も霧異に掃う邊霞はないということであろう。

　　　藏様に、「保験事故発生羨の探険蟹権塞というタイトルのもとにおいては、

　　「保験事故発生1前の保験金請求権ならびに支払撃墜発生藩の積立金および解

　　　約払戻金藷求権は、いずれも直ち1こ一定の金額の支払を求めることができ

　　　る舞、藤麟な金銭儀権でないため実藤的効桑は少ないけれども、やは鯵難産

　　　的懸鍵がみとめら蕊るのであり、かっ現行法にはこれを禁生する幾定がな

　　　いので、これも鑓分・差押の繋象となると解されている。］と遠べ、保険事

　　　故俗発生と支払事由の発生を鷺麟していない。従って、繰験事故発生麟の

　　　保険獲権、保険事故発生後の保験績権、解約払戻金という3本立ての構成

　　　をとってはいない。

（注i3〉糸撚蓬生r生命線験契約上の権舞の差押についての考察3文麟論集麗号

　　　鍵頁（欝欝年〉欝8一慧2護1ま、掻讐填補や麩蕎を目魏とする保験として、

　　　キーマン像験、一時払養老保験、変額探険をあげ、これを「保験料一鋳払

　　　生命｛翠陰で差押力ま意蘇をもちうるような力玉なξ｝まとまった解約垂ム炭金のあ

　　　るケースでは、これを線験者に支払った保験契約者の責猛財産を構成して

　　　いるとみるべきであ辱、銀行の定簸預金の場合と運命を異にする蓬鐡はな

　　　いといわれても仕方がない副と評纒し、また、一方で、「破保険者1こ万一

　　　のことが生じた場合にだけ保陰金が支払われ、満難保陰金はないか、あっ

　　　ても僅少な保険も生｛毒保験書こは含まれている。」とし、喜奪極巽毒の契約が存在

　　　し、「生命保険の種類はその中間に位置づけられる多くの契約が存在して、

　　　保験種頚によ鯵截然と区磯できるものではない。」という。また、「差押の

　　　時期により鞍保験者の健康状態も変動しており、強麟執行によむ探瞳を失っ

　　　ても容易に再度保験に醸太しうる状懸から近い将来破縁験者死亡必至の状

　　　溌まであるのであって、・・牛酪・・種類や糞容で差押が許容されるのか

　　　禁止されるのか判鋼することは実鰹的には耐え難いことである。」といい、

　　　立法的な解決を提案されている。徳に興秣深いのは、資産的色彩が強いが、
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鯛外繊こ保護を考癒すべきものとして、身体縫害者深験や企業集金の集金

受給稚をあげている点である。

第5章　本件東京地裁平成総年8月2頒判決の概要

　本章では、逢章で機観したこれまでの下綴審の輝決をふまえて、解約払戻金

請求権の差控えに絶する最も新しい鵯決の験討をしたい。

東京地裁平蔵穏年8月2§窪判決く金融・商事覇携奄蕊2号3翼、判穆1タイムズ

§総号2鍵頁）

（事実の機要）

　X会社は、訴外Aを籏務者、Y保験会娃を第三漬務者として、裁判所に対し、

債権差押命令の申立てをなし、裁灘誤は、平成9年麓月欝欝に籟権差押命令を

発し、命令正本は、それぞれ訴外A、Y保験会社に送達された、訴外AはY保

験会社との簡で、差押蟹権曇録の生命保縷契約を締結していたが、X会社は、

この生命保険契約一鉦の解約払戻金請求権を差押え、平成欝年2月2ヨ、差押績

権者の搬立権に基づき解約権を行使し、Y保験会社に対して解約払戻金の支払

を求めた。なお、この保験契約には、保験契約者はいっでも保険契約を解約で

き、その際、保験者は保険契約者に撰定の解約払戻金を支払うとする特約があ

った。

（被告の主張〉

　被㌫はこれに対して、保険契約者の綾権者の解約権の行使に関して、「そも

そも生命保険契約は、被保験者及び死亡保鏤金受取人の生活保鐘的機能を鳶す

るところ、績権者による一方的解約は、保験事故発生時における右のような生

活保酵的機能を奪うことになるから、震霧鞍行法一五蓬条の鍛立権に基づき、

　　　　　　　　　　　　　　　　懇6一



探険契約の解約払戻金請求権に鰐する差押え1こ関する一考察（嬬島雄一）

差押綾権者が当然に解約権を行使できるとする見解は誤りである。また、滞納

麺分1こよる差押えについては、酷税籔叡法六七条の取立権に基づき、当然に解

約権行使が認められるが、この場合は、その公益性が解約権行使を認める根i麩

とな穆得るのであるが、本件のような私儀権の取立てにはその理由が当てはま

らない謡と反論する。

　裁覇藪は、以上のような論点に麗して以下のように判淡した。

請求一離認容・一趨棄難（靉靆上吉）

　鵯決では、保険契約者の績権者はそもそも、解約藩の解約払戻金請求権を差

し押えることができるのか否か、可能であるとするならば、取立権に基づき解

約権を鞭することができる鋤・否か、とい欄題麟して・r本1耀約払戻

金支払請求権は、解約の意思表示によって露動的に額の定まる金銭の給付を目

的とする財産的権舞であむ、しかも、罠事執行法一五二条の差押禁蓮俵権にも

該当しないから、それが織契約の解約によって具1櫓な麟挺して擁する

に至った場合に差押えが許されることはいうまでもないが、保験契約の解約の

前であっても、解約を条件とする条件付権科として存在し、その差押えもまた

許されるものというべきである。また、購法…五五条一項によれば、差押績権

1毒は、籏務者に対して差押命令が送達された日から一遍鐸を経遍したときは、

その績権を皺む立てることができるものと燭定されている。そうすると、差押

饒権者は、右棲権の取立てのために、績務者の有する権利を、右羅的の範囲内

において、かつ、右権利の盤質に反しない鰻りにおいて、蕎便することができ

るのであって、籏権者が生命保険契約解約譲の解約払戻金支払請求権を差し揮

さえてこれにつき取立権を取得したときは、この解約払戻金支払請求権を具体

乾して取甑立てるためには、保険契約者の有する解約権を行使して、保験契約

を解約することができるものと解するのが襯当である。」と鵯示する。

　また、そもそも生命探険契約は生活保瞳機能を糞し、儀権者による一■一方的解

約が、まさに保険事故発生鋳の生活保瞳機能を奪うので、保験契約者の解約権
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は、権利の性質上、績権者の取立権の鰐象にならないとする鞍告の主張に射し

て、「確かに、一般的に、生命保験契約は、被告主張のような機能を査するこ

とが認められないではないが、地方において、保験契約者の資産運灘、醇蓄、

相続税認策等のためにも朝霧されていることも当裁判漸に顕著な事実であって、

探険契約者や保鏤金受取人の；脊する保険金請求権や解約払琢…金支払請求権等毒こ

ついては、それらの績権者が績務者の一般財産に蔑するものとして右権糠こ重

大な襲i心と利害を有していることもまた瞬かというべきである。したがって、

生命保険契約の生活保障的機能を一方的に強講ずるのは穏当ではない。また、

保験契約者の有する解約権は、保鞍契約者の白露意思により、財産的権利であ

る一定額の金銭俵権を発生させるという形成権であ馨、身分法上の権利とも性

質を異にするから、｛呆険契約者の一身専羅権ということもできない。　しかも、

もし、解約払戻金支払請求権の差響えが許されると解しながら、縫方において

差押績権者の解約権の行縫は許されず、保険契約者が後に解約権を行便するま

では、差押綾権者は解約払戻金支払請求権の取立てを待つべきであるとするの

は、いかにも不徹底であり、解約払戻金支払請求権を差押禁鑑縫権とはしてい

ない現行法の建蔚とも合致しない。そうすると、生命保験契緯に被告主蛋のよ

うな生活保鐸的機能を有する嚢が存するとしても、このことゆえに、保験契約、

者の解約権がその性質一髪差押績権者の喬する取立権の対象とならない権糠こ該

当すると解することはできない。」と鵯示する。

（本件の特徴）

　本件の特徴は、まず第…1こ、生命保険契約に給して、差押えに基づく筋立権

1こよる解約が欝1題となった最密の事件であるという点である。前輩でも述べた

ように、取立権ζこよる錘翠影葺毒｛建馨題となった（欝大阪地裁瞬響褻毒§年5ヂ灘8欝率ll漢書ま、

積立ファミリー交通傷害保験に離するものであった。

　そして、第二に、本件が、差押儀権者の取立権に基づく解約権行使のケース

であ鯵、寧畦決は、遡欝垂と1燐檬に、形成権である縫務煮たる保葬灸契約者の解約権i

　　　　　　　　　　　　　　　　　i総一■



繰験契納の解約払戻金請求権に韓する差押えに臠する一考察（鬱金簸一）

が取1立権の対象になるという覇藪を下している。その愚昧で、本締｝舞決は、難

題となっている保験契約の種類は異なるが、醜草の韓大飯地裁昭和5§奪5羅鴛

響宰彗決と疑じ論蓬購成、麟懸枠緩みを採絹しているといえる。

　本件判皆の構造慧、議該保験契約の性質や契約の経緯等を綴琴llに吟賺し穣記

するという方法を採らずに、生命保険契約一般について、資産運霧や貯蓄、縮

続穫対策のために生命保険契約が職購されることも多いので、生活謀薩機縫を

一・
茁Iに強講ずるのは構当でないし、！糞権者は一般難産に属する生命｛呆験契約

しの権税に重大な鱒心を有している等という環ジッタで保験契約を欝溺に皺む

疑うことを否定し、よって、後は遜常の金銭儀権となんらかわりなく擾う麟鍵

を鰐癒し、解約撫瀬磯題こ関し實ま、単戯事舗法輪条の解釈磯灘

として解決している（漉i）c

　このような捧〔件に聞する覇渋の宰畦籔をどのように謬慰すべきであろうかG

　生命保険契約の生活保薄機能の開題に麗しては、本件においても、差揮えに

基づく取立権による解約権の行使は蟹能であるという原告のi主張に帰して、被

｛寂ま生命鐸験契約は生活謀瞳機能を有するから、一方的な縫権者の解約により、

実鰹の保験事故発生時に生活保瞳機能が失われるので、取立権による解約はで

きないとしている。滞納越分の場合には公益性があるから解約権が認められる

のであ鯵、本件のような私線験にはその理密は講てはまらないというのである。

こ越こ観て、半糠は、一…艦叙して、少なくとも私保験であ難論馨簑契約

では差押えに基づく取立権による解約は認められると判決した。

　ところで、　一方、麟章でも紹介したように、これまでの下鰻審の三舞淡で主張

された綾羅毒代位権による解約権行使の事舞では、いわ⑱る1分説が主張され、

それは、保険契約を貯蓄樵の轟い保験契約ど1謡媒葬毒1護的の保険契約という匿『二

つ1こ分類し、生湯保瞳欝的の契約では、その解約権は縫権毒殺緯権の辛二鐸堂1二の

勢轄難読納、従って難灘こよる籍擁餅一聯鞭織綴され・『方・

醇蓄1－1的の契約で1ま、解約権を縦続行使しうるという譲簗を緩離した。

　この二つの考え方はかな鯵異なる醸があるが、螺1的にいえば、本件の取立権

一i弱一
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による解約の場嚢で論じられる生命緑陰の生活1渠瞳機能と、縫権者代位権によ

る解約の場面で論むられる生命保険の生落保障機能が異なる鍵解がされている

ことが最も大きな違いであろう。つま妖麟者では、…鍛論として、よ鯵…般

的な性質としての生命線験契約の生活保障機能が譲ビられ、後者では、当該事

繹で問題となっている異体的保険契約が、生活保纏的な機能を持つのかどうか

ということを綾権者代位権の一一身専属権の要件を満たすものかという観点から

異体的に論じている。つまり、当該事件で懇題とされている異体的な銀縷契約

が生活保障機禽慧を持つのかどうかが撲討されている、

　さらに敷衍して考えるならば、前者1ま、本件に罎っていえば、主に生命保験

契約一般を開題にしているのであむ、覇決の躯程距離は生命保険に罎られるも

のであるが（あるいは逆に、生命線後契約全てに及ぶというべきであろうか）、

後者は、生命保険契約以外の保険契約を含めたよ鯵広い保験の種類を対象に鞍

蓄牲があるのか生活保障機能があるのかを麟鋼に講むていく可能性があるとい

う点で決定的に違う（総2）。

　取立権による解約のケースでは、当該生命線険契約が生繕保鐘機能が強いか

どうかという纒覇、契捧的な契約の内容を議論せずに（例えば、保験契約者、

保険金受取人、被保険者がそれぞれ誰なのか、保験料の支払形態は一括か否か、

懸人契約なのか法人契約なのか、保険料を誰が負担しているのか、等々の吟駿

なしに）、一般的に生命保験契約に生活保離機能が認められるのかという議譲

の構成をとっている。従って、議論の窮程蓮離は、本講演でいえば、取立権に

よる生命保験契約の解約の場合に限定されることになろう。

　しかし、現在の保験契懸墜では、生命線験契約の髪＃でも、さらに生活録嚢章機書筐

を強講ずるものや、あるも・は貯蓄性を全面に出すもの、あるいは両者の混在し

たもの等、様々なものが商品猛され、その内容はますます多様化が予想される

し、さらに、醜草でも験試したが、解約払戻金の生じるケースは生命線験契約

だけではなくて、積立傷警保験等でもみられるように生命線験以外でもありう

るのであり、いわゆる鞍蓄案生の保験1ま生命保険以外のう・｝墾糞こも色々な彫で存在

　　　　　　　　　　　　　　　一i簿…



保険契約の解約払戻金請求権に対する差押えに関する一考察（穰島錐一）

しうるといえる。

このような状浸郵、まえると、籏麟代擁による騨薙の代齢襲の灘

で議講されているいわやる二分説の方が、現状の様々な保険契約の種類に感じ

た、あるいは、躰的麟題になっている徽契約の糖状灘誌じた・翻・

妥当な鹸応が可能になるのではなかろうか。

　しかし綾権者代位権の適矯の場合には、儀務者の無資力要件というハードル

があることも事実であり、また、債権者の利害を考えるのならば、筋立権によ

る解約懸糎の加糖硬磁速1こ簾の齪がえ擁るのであろう・そうする

と、本業鉄は、雛者髄擁によらずに、よ膿権者卿惣こ糾う解約難行

穫iの方’法を示した皐彗’決の一つと評麺iできるだろう。

　奉件に饑して、金議・商事甥携欝翻号5頁は、「購解約権が儀権者代位権の

難象となるかが争われている逓奪の裁鵯携においては、蒲記二分法が鳶力であ

るが、本鵯決は、差押績権者の取立権のレベルでこのような見解を採濡しなかっ

た点で、涯欝に値しよう。雨者を同一に論ビなければならないものかどうかも

＿っの大き繍点で麟、今後の議謝期待され煽というが・鋤・1こ論

理的に考えれば、鍛立権による解約のケースでも二分法を導入して、開題とな

っている保験契約の実体を吟味して、解約権篠使の可否を決めるというレトl／

ックは蕨障立ちうる。本鵯決で明らかなことは、取立権による解約のケースで

は、二分説を採矯しなかったという点である。

　この判鷺の結論は、今後の同種の事件に大きな影響を与えるであろうし、ま

た、結果として、縫権者の痩宣にかなう判籔がなされたとみるべきであろう・

　つま吟、醤醤に従えば、保険契約の解約権は一身専騰権で1まないし、生命保

験契約は績権者の解約権の行硬から免れるべき契納ではないという一般論は、

生命保験契約に霞1する親様の弛の事件においても、二分讃を採賭しないのだか

　ら、魑琴駈）契約の状況や締結の経緯等を難題とすることなく、また醸犠の契約

ごとにその解約権の一一身専属盤をも縫題とせずに、優権者による解約権の膏使

を認めるという論礫的な懸緒を導びくのではないだろうか。
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　逆にいえば、まさに、そうだからこそ、縫簸i者我泣による解約権行使の方法

と違って嘱取立権による解約権行使の方法は、縫権者にとって、簡便かっ迅速

なものとして愚昧があるものとなるのであろう。鍵って、取立権による解約の

ケースで、二分法のような懇考パターンを持ち込むことは、儀権者の望むとこ

ろではないのであろうし、そのような考え方は、せっかくの取立権による簡痩・

迅速な薦椎の溝建という舜的を娯なうことになってしまうだろう（漣3）。その

意味で、鍛立権による解約権の行使の場面で二分法を採譜しなかったことで、

本件麟決は、結果として、保険金受取人や保験契約者等の保験契約の蔵書閣係

人よ穆も、綾権者の利益に蔑癒した結講を採ったことになろう。

　私見としては、解約払戻金請求権の差押えの場合の当事者の利害講整をよむ

τ寧にすべきではないかと考えている。その意練で、本件判濤の取立権による

解約権行使の解絞慧養権者の講書にのみ麓癒するものであろうと鵯織せざるを

繹ない。

　このような幾戦をする根絶としては、以下のようなものが考えられるであろ

う。

　まず第”■一には、禽沢教授が適舅に示唆するように、綾権者が差し檸えたのは

あくまで解約醜の請求権であ箏、取立権に基づいて保験契約を解約しうるとい

うことになれば、異体化した解約払戻金請求権を差し押えたのと変わりがなく

なるからである（窪船Q

　また、第二には、遺族保瞳や本人の老後保障等の諜験契約の本来の羅的が、

饒権餐の家立権1こよる解約権iの行使喜こよって、あらゆる場合に1またされないこ

とを鉾窮するのは難しいように患われるからである。特に本科決の譲羨難こ縫え

ば、取魔羅による饒縫妻σ）解約権行縫を認める場合には、保験契約の欝係煮の

利害を講塾する要素がないので、弊害が大きいと考えられる。縫纏蓄の満足の

ために、　一一方的1こ緑陰契約を解消させうるという解約権の効果は、保鞍契欝聾こ

より莉益を受ける当事者の観点から、取立権の軽的を超えるものと考える（漉

一一一 ﾊ72・一



録験契緯の解約払疑金請求権に麟する差揮えに関する一考察（篠鶴雄一一）

　そして、第三として、このような績権者の取立権による解約に対する撹鵯は、

保験契約の構造からも説明できる。約款上保験契約者のみが解約権を行使でき

るとされているのは、その行春によって実饗する解約払蒙金が責任準備金を母

胎とし、緑陰契約者が責鍾準備金に対して持分という彫で支醗権を持つからで

ある纏韓。その場合には、事実一と保験契約に最も深い利害関係を持つはずの

保鏤金受薮入でさえ解約権は認められていないにもかかわらず、綾権者が差響

えをするならば、密惑に、かつ一一」方的に解約権を行使できるというのはバラン

スを欠くように思．われるからであるむ

　そこで、以上のような理由から、儀権者の利益だけでなく、保験契約当事者

の騒益をも重観する解毅が重要であると考えるが、そのためには、解約払戻金

請求権や保険金請求権の意義、あるいは解約権の一身專霧性の議論も一つの重

要な講整基準ではあるが、本件霧決のように取立権による解約のケースで、そ

れを一般論として主張しても、生命保験契約という枠の中では一律に解約権の

行整が認められてしまう可能性が高い．それでも、なお、保験契約者、保鏤金

受取人等の保験契約の利害関係人の保護を羅撫すならば、保験契約上の請求権

の…身専属轡iを認めるといったことをも含めた、より一一般的、政策的理愚でも

って、そもそも解約権の行使の可蒼以前の懇題として、立法的に保験契約上の

権利を差－揮禁姥綾権とする方がよ弩わかりやすい（注衿。

　しかし、このような立法論を霧として、保験契約一ヒの権調を、条件付であろ

うとなかろうと、保険契約者の績権者が差し押えることができるという理行法

の解毅を前鍵としても、保験契約の葎否に大きな利害関係を持つ保険金受取人

や保険契約者の利害への鍵慮が必要なのではないだろうか。

　”露惣こ、像験契約者の縫権者の零糖麟聴する本／弊嫉のような立場では

なく、一一定の藝避癒を保験契約の趨警関係者に対してもすべきだということを考

えると、保険契約者の藏権者の取立権に基づく解約権のぞ学使を1譲製し、そのよ

うな場合には儀権者伏縫権によるべきものとして、その要拝を当事煮の調整要

素として、当事者の潮害を醗癒して、綾権者の解約羅の行縫の磯否を論じるか、

一
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あるい1よ保険契約者の解約払戻金請求権の差押えは認めるが、取立権による

解約は認めず（涯8）、保険契約者が任意に解約権を行使する範翻内で綾権者の

儀権の満足を認めるということも一つの当事者の利害講整のあり方ではあろう

（注鱗。侮よむ霧麗なのは、本件覇決のような、一一方的に保験契約者の縷権者

の利害にのみ醗癒する考え方のアンバランスさであろう。

　以、しのように、差樽績権者の殿堂権に基づき保険契約者の解約権を行使して、

解約払戻金の支払を認めるという判溺の立場に対しては、私見としては撹凝的

にみているα

　そして、飯に、霞立権に基づく解約権行使に隣して否定的結譲を採るとして

も、決して債権者の利害が害されると1誤・えない。な巷ならば、鐸験会社の実

務では、解約払戻金請求権だけでなく勉の保険契約上の請求権、保鏤金請求権

や講鱗保鏤金請求権等、全ての権利を差し揮えるのが通常であるから、異誌化

した顯に縫権の満足に当てればよいとの指擾がある〔漉麟。また、欝藤教授の

主張するごとく、取立権に基づく解約ができないとしても、代わりに績権者代

位権によむ解約を行えばよく、その方が儀務者の無資力が瞬題とされるため、

績権者・儀務者の利害がよむよく講整される（漣欝．

　さらに、前章でもみたように二分説をどのように理解するかは様々な議論が

あり罹るとしても、現壕犬の法議密度：の下では、債権者をも含めた当該繰験契約を

めぐる当事者の属害状溌を異体的妥当に講籔できるという点で、二分議をペー

スにした績権者代位権による解約権の代位行縫の方が優れた方法であ鯵、取立

権による解約の方法よ鯵も、侮より丁寧な越理が類待できるのではないかと現

状では考えている。その鰹の、解約権行優の可否の基準は、綾務者の無資力と

二二分謹ということになろう。

　つまり、原難として保険契約の存続・解消に関してイニシアチブをとるのは

責任準欝金に講ずる支醗をもつ保険契約者であり、取立権によむ解約を求める

縫権者ではないと考えるべきではないだろうか。しかしながら、いかなる場合

にも保験契約者の契約に対する支蔑を詰めるというわけではなくして、潰権者
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保険契紡の解約払漢金請求権に繋する差押えに関する一考察（福島雛一〉

と保験契約者の利害調整を行う立法の存在しない現行法の下で1ま、少なくとも

鑛権者代位権に基づく無資力要件の判懸との縫係で（たとえ二分説を採聚する

かどうかを警llにしても〉、保験契約者とその債権者の瀦害調整をはかるべきで

あろうし、その方が妥当な解決が得られると考える。

ここで一つ留意しておくべきことは、すで1磯観したように・綾麟｛燈権

による解約と鱒場合でも、二つ魏、…つは、半験のほとんどが採溝す礁

権者代擁と二分説の舗で励、もう一つは・簾都燈権の無勧要事齢

激さ繍ば、貯蓄型であろうと生活購型であろうとどちらであっても解約

できると考える葬群購型であ鯵、後の考え方も有力であり、鍵って、籐権者代

位愚こよる解離の行鯉いった場合でも必ずしも理論として賦して1評な

いということである。饑えば、薄章の｛馨東京地裁平成鎗年7月28羅甥決（金融・

商事覇倒欝欝号灘頁）をみると、後者の考え方の影響があるように患われる。

　綬舗緩憩政策の進行につれて保験南島の高度化・金離藤島化は更に進み、そ

の解約払漢金が高額化し、その財産無値も増撫しており、績権者の関心を全く

無視することができ榊ことは当然であるカま、だからといって・轍契約嬉

続・解消という重大な題題に関して、契約外の第三者にすぎない績権者のイニ

シアチブに全てを任せるのもバランスを欠く解決と患うのである（注鋤。

　また、将来的にはドイツ法の介入権のような麟度が導入されることが望まし

いと考える。介入権の霧1渡は、保験金受取入、受取人の捲定がないとき1こは契

約者分一定の親族が、解約払戻金穣当額を俵権者に支払うことにより、保険契

約者の地位を譲毒3受けるものであり、綾権者と保険契約の当事者の利害を妥当

麟整しう磯縦素渡であると患う（灘3）。鋤耀で醍非と綱様の零旛

講整の麟度を麟議するべきであろう。

　最後につけ濾えたいのは、ここまで遂べてきたことはあくまでこれまでのい

　くっかの匿ド級審の判決がベースとなっているのみで、解萩の流動的な部分も多

　く、更なる判決の積み重ね、あるいは．上綴審の麟織を注観すべきであ鯵、今後

の聖なる。獲麟馨こ簸待したい。
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注記

（注i）

（注2）

（窪3〉

、
ー
ノ

4（

　会議轟事舞舞董雛形懇頁によれは、絵巻は、ある学説に曝しても幾麟を

蕎っており、それは、「学説のあるものは、右解約権の行痩について、解紡

鉱戻金文養毛請求権と璃に解総権を差し禅さえ、これについて行縫命令（縷

農事訴譲法六一二五条一項、六〇（）条〉を縁ることを要するとするiという

学講に鰻して．「差押嚢権餐が被差押復権にっき取立権を鍛鬱したときは、

綾差揮綾権の取立てσ）ために一憲の範鑓で績麹者4〉奮する権釈を行嚢する

ことができるものと解さ競る。そして、この差搾嚢権者が行使することが

できるとされる績務者の権零llに1ま、解線権や取消権も含まれると解される。

したがって、塵命蘇験契約4）解約払饗金支餐．請求権を差し搾さえた儀権暫

は、その取三豊てのため紅解約権を改めて差し搾1さえるまでもなく、これを

行使できるものと解すべきである。」と幾講ずる。

　購醤と思われるものとして、金離彗類事判纒欝52号4蚕は、「生命保険の

解約権は、一般的に（当該生命保験契約において、生活保難的盤質が強い

か、鯨蓄鍵が強起・かにかかわらず）、蔑事執母法一五五条の取立権の辮象に

はならない」と述べる○

　金鎚繭事鵯倒舞52弩6頁によれば、本辞被告が二分議翫講をしている。

それによれ1ま、録験契約を稼縫童生の強い採験と鞍蓄性の強い保験に二分し、

貯蓄性の強い謀験については、綾権者は績権巻伏縫権に基づいて、解約権

を行使して、解約払戻金を取鐸できるとする二分議に慰する幾鵯として、

「春見解は基準が聯確でないため、録険会縫が緩意に後者の保験と認めて解

約払戻金を支払った場合、後に綾務煮（採験契約蓄〉から稼験会縫韻手に

提起された保陰金請求訴訟において、鋳巻の保験であむ、優権者代綾権に

より行嚢できないと灘簸された場合、差押優権者による解約権行綾が否定

され、二重払いをさせられることとなる。1授に、蟻該保験契約が後煮の線

験であるとしても、蟻権餐代韓権の手貿壷には養務巻（保験契約者〉の無資

力が要鐸とされるところ、保陰金凄llには、謀験契約蒼の資力慧容箋に覇醜

しない。そこで、やは舞、後の保験契約者と課陰金擾懸の舞険金請求訴訟

において、縷権煮代韓権の菅縫が否定されて、像縷契約蒼に嬉し、　1重証、

いをさせられる難険がある。．1とする。

　禽沢藝嚢一郎「解約払戻請求権の法的盤質と差押え」ほうむ3疑｝（欝勉隼

μ1、安ll圭火災）暮一7嚢、緯褻。
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謀験契約の解約払嚢金請求権に薄する差控えに関する一考察（蘂鶴雄一）

　　　この惣題を考える場合の基本的な立場絃、薦鶏、愈沢康一雛r解約払戻

　　請求権の法的盤質と差押え」6－7頁で、倉沢教授の捲擁するように、ま

　　ずそもそも契約外の第三者にすぎない簸権者による解紛が可能なのか、可

　　能であるとするならばどのような方法が考えられるのかという議講の縫立

　　が大事であろう。

　　　本件の講鍵構造は、淫事鞍行法嬉5条の差搾儀権者の簸立権に基づき積務

　　考の形成権も当然蕎麦できるという通説を前提に議講が鐵発しているので、

　　謀験契約毒こおける契約者の俵権者の鍵難業が十分芒こ検討されているようには

　　思われない。しかし、それは、績痴者の権覇の迅速な実現というメ謬ット

　　を重讃する本鉢判決ではむしろ盤然のことなのかもしれない。事実庫群舞

　　決は績権老の潮害に合致するものだからである。しかし、重要なことは、

　　当該保険契約において、録験契約者の綾権者が、どういう地建に基づいて、

　　　どういう遜露1こ基づいて緑陰契約上の琴1溢から支払を受げうるのかという

　　　ことであり、その後に、それぞれの異韓的契約の瀦害構造の分析を通じた

　　秘書講整をなし得る解決方該が探求されなくてはならないと思う。

　　　また、譲中秀明ヂ連載　現代探験捲線論（第6懇）」安蟹火災縁うむ菊号

　　　（欝§8奪難蔭）㌶5頁も禽沢教授の琵解を轟難し、講無の立場に立つようで

　　　ある。つまり、「条鯉碧きの権舞を差し揮さえた場合には、その条警が滅就

　　　されないかぎり差し搾さえた績権を取霧することができないことは当然と

　　　も考えられるむ」とし、「彩銭権である解縫権そのものの差押え1まできない

　　　とされているのであるから、契紬者の持っている解総権を綾権者が行塾す

　　　ることを認めるべき根礎濾乏しいように患われ、こ壁）ように条轄が絞就さ

　　　れ、現実に篠権が発生した時点をベースに考えざるをえないのではないか

　　　と、醤われる。」という。

（詫5〉　綾権者による解綿権の蓄麿吏は、保験契約煮等の秘書関係人に重大な影響

　　　を誓えることがあり、鯵えば、糸雛漂生「績権者代紋権による生命線験解

　　給・解約餐、戻僉議求事件」生命保険文化醗究撰藩鞭総号（欝縫葎9欝）毒5一

　　　玉総頁は、縷権者代姫権による解約権の蕎｛吏に絶する譲稿の中で、「生命線

　　　険の畿韓権行硬による解約は、襲霧者に穣嶺毒酷な影響を集える可能性が

　　　ある。｛鐸産の箏実語1生癖ilこおける重大な事｛隼であり、追いつめられた被｛呆

　　　験者が糞ら生命を絶った辱、そうでなくとも心労の結果突発的疾癖によむ

　　　たおれることも纏鷺経験する鑓である。このような場合、生命保険は締緩
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行政蛙会議集　第鴛巻　第茎号

　　　よ参i年以．と経遷していれば総款により飯に自殺の場合であっても死亡保

　　　鏤金1ま支払われるのであるが、解約された場合の解約払戻金額は一般には

　　　菟亡録険金額に比較して少額でしかなく、このようなケースで鐘綾巻が解

　　　約払戻金によって受ける溝建は績務者の萄雅な擬失に比較し得ないばかり

　　　でなく、また本来績権者代載権が儀権者の共購極採録全を騒的としている

　　　にもかかわらず、纏の藏権者のための責廷難産の保全にはほとんど役立た

　　　ない結果を招く懸念が多い。この点、生命保険の中途解約は銀鴛定離預金

　　　の中途解約・繰．と弁済などに娩較しても鑛務者に与える影響ははるかに大

　　　きいといえる扇と指摘する。縫にも、舞えば、採綏撫入者が高齢者や癖人

　　　である場合には、一霞績権者によって保験契約が解納されると、再び繰験

　　　課護を受けようとする場合に、契約締結ができない擁能盤もでてくる。

　　　　また、舞えば、山下友懸「保険契約の解約払戻金請求権と長事執行・儀

　　　権者代猿請求」金離法務事精査爵号（欝叙奪6鴛蔦嚢）§頁のように、解

　　　約払戻金の額1こ比べて、ほんのわずかな金額の績権を圏駁するために、傑

　　　険契約者の綾権者が解納権を行便することは権利濫弄暮にあたるという説が

　　　ある。羨妻馨、糸購1攣生「｛責権者代｛宣権による盤三論緑陰解約・解約払戻金講

　　　家事躰」1編頁も羅猛である。鑛権者の穫権額と解約払戻金の金額のバラン

　　　スが重要である。これに絶しては、鰹に鐸藤暴ヂ解約払戻金請求権の差押

　　　えと解約権の代位行使」金離法務事嬉欝4§号（平銭8奪3月2§8号）25頁

　　　参照。

（濾6）　解約権は、繰険契約者の稜立金1こ鰐する支醒によって議瞬されうるが、

　　　饑えぱ、大沢康孝「積立金に薄する傑険契約者の権舞jジューlスト蔦3号

　　　雄6叢は、r買戻請求権は、保験契約者に認められた保験契納変裏権の一種

　　　として鐘還づけられることができる。簾験契約者の一方的行為によむ、契

　　　約を消滅させて解約払戻金綾羅を発生させるものである。保険契約存続申、

　　　責憂準備金として積立てられている積立金は、未だどのような運命を遷る

　　　か定まっていない。その鑓分は保験契約に基づいていくつかの可能性のギ

　　　に置かれている．死亡事故が発生すれば死亡録験金に亮当され、轟難にな

　　　れば満難保険金に充当される。保験契約者は傑験金受取入の指建変更権と

　　　いう彫で、穣立金の帰属について一定窃）権醸を蕎している。また、この縫

　　　払済保険への変更、轟簸の変更、保験金の減額、緑陰契約者貸付を受け得

　　　ること等、｛翠陰契約■k保険契約者に認められている諸権拳1はすべて積立金
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探険契約の解約払戻金請求権に殺する差押えに麗する一考察（福島雄一）

　　　の運命に影響を及ばすものであり、覆立金に録する保険契約者の実質的支

　　醗権に基づくものである。一・牛酪一・この実質的支配権に基づく諸

　　権利は楽然ながら縮互鷺連牲を奮しており、むしろ稜立金に録する実質的

　　　支寵権が緑陰契約上種々の形をとって麗われたにすぎないと言える。買戻

　　　請求権もその一つである。．まという。

（注7）　騨えば、麟掲、浮藤糞「解約払要金請求権の差押えと解約権の代箆行使」

　　　金鎚裟務事驚碁薦骨2§頁は、「立法政策としては、一定金額の鰻綾轟で解緯

　　　払戻金請求権を差押禁生籬権とすることに合蓬性が認められる」という。

（注8）　薦掲、鐸藤眞「解豹払戻金請求権の差押えと解約権の代続行梗」金融法

　　　務事捲賛4§馨22嚢。

駐9）灘盛一陸今織契約抑懸麟差押刻醐灘蘇険と握纒（玉螂
　　　年簸肩総馨第i版第三麟、文眞堂〉2雛頁の実務の繋慈参熱。

（注韓〉　嚢舞鶴、霧中秀絹「連載　理代保験撞録譲（第6縁〉」玉器翼。

（涯ii）　學藤眞「解約払戻金請求権の差押えと解約権の行使」擾審保険報鯛蒼選

　　　（第2藪、緯9ε奪）懲5頁。

（注i2）　麟掲、山下友癒「縁談契約の解約払戻金請求権と艮事執鴛・俵権者代鍾

　　　請求」6頁参．饗、。

（灘3〉介入麟渡1潤する懸闘な業績としては、大森忠夫隙鞭約者の破

　　　産と受取人の介入権」大森忠夫・三宅一夫郵生命保険契約波の諸問題遜i33

　　　裁下（麟鵬隼i瞬i纏鯵叛第躍、磯購を忘編ことはでき撫’・
　　　飽には、鱈えば、糸雛舞生野生命線験契約一鉦の権利の差押についての考察」

　　　文麟講集92号藪頁（鯵総年）i欝一i墾葵は、介入権にふれ、r保険による将

　　　来の保縫の必要性もまた詣定受取人の主観的峯継霧に経せる方が、保険の種

　　　難・目鰹こより一律に解約権の一身専霧姓の基準尺獲とするよ鯵異体的妥

　　　当盤を確鍬うると考えるので、立麟としては考翻余地があるであろ

　　　うと筆一蕎は考える。」と認憾される。

第6章学説の検討

　本章では、保験契約■1二の請求権に対する保険契約者の礒権者の差押えの靉靆

に1離して、学説の状溌の概観を試みることとするG
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　さて、それに当たっては纈序を追って問題を整蓬していきたいと患う。

　まずはじめに閣題となるのは、そもそも解約払戻金請求権のような保険嚢釣

上の権利を差し押えることができるのかという一般論の綾護である。なぜなら

ば、生命保険契約上の権利は法律上差押禁止綾羅とはされていないが、生命保

験契約は、一駿的1こは、その本来の縁約が遺族保難や契約者欝らの老後の生活

保瞳等であむ、それは社会保験を補う機能をも持ち、このような生活保難を§

的とする保験契約上の権秘を保験契約者や保陰金受鮫人の縫権者が、難らの績

権の満廷のみを目的として、差押えをすることができるのかという議論があり

得るからである。

　この点に絶しては、携えば、講決であれば、最高裁紹秘隠年2月27縫第2小

法廷判決（甥郷時報58暮弩獣頁）が一つの解答になるであろう。この事件では、

保験事故発生後の異体秘した保陰金請求権は、国税、地方税の滞納麺分の差揮

えの蝿象になるとする鵯決が下された（注i）。

　学説でも一般に、生命保験契約上の権利が差揮えの薄象になることについて

異論はないといえる。

　鱗えば、西島教授は、「現行法には、生命保険礒権についてその越分または

差揮を禁箆する燦建はない。生命保険契約は、撫入者の老後の生活保離、また

は趨入者の死後における遺族の生活保縫のために釈溝されるのが通常であむ、

この場合に保鏤金が現実に保鏤金受取人の生活資金として利霧されるようにす

る1こは、生命保険の保陰金請求権を第三者が差押えることを禁止するなど、そ

の麺分・差揮について麟縷を設けることが必要である。しかし、地面において、

保験料を負挺する保験契約者による越分の自由を認めることも必要であり、と

くに保験契約者が資産運購ないし擦保機能を欝的として生命保険契約を瀦欝す

ることもみとめられるため、これらの場合には｛呆験契約者’の績権者の零彗益を保

護するため、譲渡・質入または差捧をみとめるほかはない。」駐2）とされる。

　つまむ、蔑事執行法萄2条やその纏の法律によって、現蕎法上特に差禅禁ま

とはされていないことを麟提にすると、保険金請求権に対する差揮えは一…毅に
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可能であるという結勲蒋定される。要する1こ、一般1課験契約上の権隷こは・

死亡保陰金請求権等様々なものがあるが、それらは財産的纒纏をもち、また政

策的な差響禁宣縷権のように特懸な綬定がない限り、譲渡・質入等の越分や、

差押えの婦象になると解されている。

　次ぎに検討するのは、解約萌の解約払戻金請求権の差押えは可能かという点

である畠

　この点に麗しては、まず、保険事故発生後の保鏤金請求権が、一般の金銭績

権として、譲濃・質入等の繋象とな馨、差押えの対象にもなることに異論はな

い駐3）〔注駐。さらに、保験事故発生羨の保陰金請求権も、保険事故の発生

という条件付きの権利、あるいは簸待権ではあるが、その難分・差押えも可能

と解されている（注5）。

　本件で開題になっている解約払鍍金請求権に関しては、保険契約者が解約条

職こよって任意に解約した場合には、その結顯体イ貌た解約払戻金請求権が

鑓分卓■差押えの辮象になることが認められる。

　購題となるのは、まさに本件にお謬るように、解約前の解約払戻金請求権の

一差押えの可否である。

　一般に解約蒲の解約払戻金請求権も差控えの対象になると解されている。

　それに関して、鯵えば、山下教授は、ド一般に樗来生ずべき濱権や条件付縫

権についても、現在その権利を特定することができ、その這い将来における発

生が縮当の搬に簸待できれば差響えの蝿象となるものとされ、…　　申驚野・。

解約払戻金請求権も、保険契約者の解約権の行使という条件にかかわる権利で

あるということはできる。ただ、条件とはいっても綾務者である保険契約者の

解約権行使という意思表示という事実に係るのであるから、一一一般の条件とはい

ささか様権を異にする。もっとも…　　中略一・解約羨の解約払戻金請求権

についても広い意味での将来横権として差響えをも認めることはできよう語

（淫6）と謹響1する。

　さらにこの問題に絶して、保験契約の生活保障機能を強議して棲権者による
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差押えを舗鰻する立場に薄して、講教授は、端的に以下のように旛摘する。つ

まり、「たしかに保験契約が生活保鐘に役立ちうることは当然であるが、生活

保障に役立っのは保険契約に鰻られない。たとえば義金保険契約についても生

活保障機能のあることは否定しえない。そして、保険契約による生活保鐘のみ

が俵権者の趨益に優先して保護されてよいという魑籔を導くだけの穣鍵は現行

法の体系のなかには晃出しえない。そうであるからこそ、保験事故の発生によ

り異体化した保陰金請求権は、通常の金銭綾権として差押えが認められると覇

繕・通説は考えているのである。そして解約羨の解約払戻金請求権といえども、

生活保薩の保護ということだけから差押えや代位請求が欝除されるものではな

いというのが異体的録鏤金請求権の差控えに絶する蕪記麟鱗・遜譲と謁発する

解決となろう。」（注？）と遜べられる。

　このように、傑験契約者の儀権者の保験契約上の権科の差押えは轡定される

し、従って、解約の前後に闘わらず、解約払羨金談求権の差押えも可能なこと

がわかる。

　以上のことを講握に、保験契約者の籏権者が、差し揮えた解約払裏金請求権

から満足を得るために、臨ら保塗契約の解約権を行｛更することができるのか、

さらに、どのような方法でそれが可能なのかという本稿の霧題鎚起に麗する議

論を機観したいσ

　なぜならば、一緩に約款．しの解約条項では保験契約の任意解約権を有するの

は緑陰契約者のみであり、翼在有効に存在している保験契約について、保験契

約者が、縫権者への弁済のために、任意に協力して解約権をそ擁壷することは想

定しづらいし、解約権等の形賊難は差押えの対象にもならないと解されている

ので〔窪8）、保験契約者の縫纏者がどういう方法で解約権を行使しうるのかが

まさ1こ難題になるからである。

　保験契約の塞華表でないという理密で探験契約に最も深い利害麗係を持つ保

険金受取人でさえ解約権を欝しないにもかかわらず、どのような選密から、あ
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るいはどのような方法で、契約外の第三者にすぎない保険契約者の績権者が、

齢の難の齪倣めだ昧、現詮く有棘醸している鰍難華を興

するために綾務考の解約権．を行硬できるのであろうか。

　この点に関しては、以下のような学誕がみられる。

　轡大森教授は、「保験契約者が解約をなして解約払戻金を請求しうる権稀を

輔腿分するこ純磯で赫、こ鋸合は満胸鶉が嫌婆蝕解約
麟綱時腿分し誌鋭購べきである・挺しrかかる懸韓徽契約
者の債権者からする差押の対象とな鯵え、その差押があったときは、解約権も

購にその撒播る紛躍すべきである・盛㈱）と搬練る・
　しかし、この説は形成権の差押えが認められないということから発想された

紛であろうが、麩支持隷てい静。たとえば譲一離離・「解糖のみ

騨独の差翫は不可能であるが、鞠賑会議睡磋翫は当然こ解糖

嵯鍬を含むべき控張する．し就、こ磁櫨構鵬購執磁の鞭
謝しては無理である躍練る謬注蓋馨）（滋〉と皇購される儲2）（齢）・

　この轡の議論は、解約払蒙金請求権を差し揮えるだけではなく、解約権をも

鰯物影で艇差騨えるべきかという謙樋戯して薩するこ犀肇寺

徴があるといえる。

　⑦儀権者による解約に概判的なものとして、禽沢教授は、以下のように開題

提起をする。すなわち「生命保険契約にもとづく権利が原則的に差押えの対象

1こなむうるものだといっても、いったい保険事故発生前の途中解約による払戻

金の請求権がそこでいう匿保険契約上の権利遜にあたるのか、さらに、契約に

とっては第三者である差押え縫権者が保険契約を解約することができるのか、

といった点は・・牛酪・・、あらためて靉靆にならざるをえない。」鷹鐙と

いい、解約払戻金請求権がそもそも保険契約一ヒの権利に当たるのかという点で

疑念を示されている。

　　さ硫継て、解綬娠金諦騰嵯翫を継ておきな栃・解擁を行

／歎きないとするな獄、耕え磯雛が失練るという欝1繋曝して・そ
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もそも績権者が差し揮えたのは懇待権なのであるから、解約権の行使ができな

いからといって、それは当擁の蕩鍵通穆であるという趣議を述べ、縫題意そも

そも契約磐の第三者である績権者が保験契約を解約することができるのかが開

題だという。いわく、5たしかに、解約払戻金請求権の差押えが許されるとい

うことを前提とすれば、差搾儀権者に解約権の行使を認めないかぎり、その取

立権の実効性は失われることになる。しかし、講運の鞭序としては、第三者で

ある儀権者に解約権の行淺を認めるべきか否かの点が先決縷題であるのではな

い寿㌔というのは、解約払騒…金請求権霧ま解約を条件とする条件で重縫葬l！すなわち

難待権なのであるから、それを差し揮えるとすれば、それは窮待権そのものと

してであって、差押綾権者の取立権行使の瑞象もまた難待権それ§体であるは

ずである。そこで、もし条件を成就させる権利の行使を認めなければ差揮えの

実効姓が失われることになるとすれば、そもそもそのような鱗待権の差押えを

許すことの適否が開題婁こなるはずだからである。結局、差押縫権者に解約権の

行使を認めるということは、条件付権利として存在するものにっき、これを条

件成就後の権蒋として差し揮えることを許すことにほかならないが、もしそれ

がζ簾険契約薄、鉦の条件付権窟であるとすれば、それを条件歳就後の権趨とし

て差し押えることを許すということには、筆者は大きな疑簡を感じる。」と爆、

嫡する（窪．蔦〉。

　さらに、ヂ鱗待権を差し押えてその取立権をえた者は、その期待権そのもの

にっき取立権を行使するのが本来であろう。ところが、解約麟の条件付解約払

戻金請求権は、それ自体が独立の権籍であるのではなくて、保験契約との権利

に付趣された特殊の権利であり…　　中鰹…　　、潔験契約ヒの権零／とはなれ

て第三者に爆属するということはありえないものである（だからこそ、差搾礒

権者による取立権行使を認めようとずれば、解約後の異体的な解約払渓金請求

権としてこれを認める慧かなかったのである。）。解約権は、解約払戻金言垂髫求権

の鱗からこれをみれば、条件を成蕨させる事実にすぎない。しかしながら、課

験契約者磯聴らこれをみれば、録験契約1湾懸物すべてを／辣に1勧めて

一一一 ﾊ84一一一
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溝滅させる形威権である。そして、その権萃ilの中で童たるものはや差押えの対

象ではない条件付謀鏤金請求権なのである。解約払戻金譲求権を差し揮えた簸

権者が、その取立権1こ基づいて繰験契約一隻1の権i琴彗のすべてを消滅させうるもの

とすることには、饗嶽も妥楽性もないように、筆者には患える。，盛磁欝）とし、

縫権．一考1こよる解約権i、行縫を幾享llされる。

　以上のように、倉沢教授は、少なくとも、縫権者による取立権に基づく解約

難行使に寵しては．かな1り否定的なスタンスを取っているようである。それも、

解約権行使霧棒紅疑瞬を1愛する点に讐鍛があろう。1羅氏の蓬1機縁選1窮であり、

縫権煮は解約薦の解約払戻金請求1権を差し控えることが出来るから、取立権iに

基づき解約できるということで慧なく、そもそも保験契約者の儀権霧が儀務毒

の解約権を行菱できるのかということが鵜麗なのだとの振簸に賛成したい。

　／3｝山下教授は、差揮縫権者が取立権に基づいて解約権を行整ずる方法に饑し

て、誌つとも簸購で差押養権者にとっては糞軽な方法であるが、幾事執行に

関する一一毅論との1灘イ系では籍蓬題が残る。すなわち、至菱事執行法簿！笈藷彗の学i書癖こ

よれば、取立命令を響た差揮礒権妻は解除権・禦溝権の行春が薩能であるとい

う学説が糞力であるとはいえ、嬉遜に繁輩に考えられていたように疑える。」

というが、「そうだからといって一一・律に取立権に基づく形践権の縮縫1まできな

いということもいかがであろうか。」といい、「要は、差し鐸さえ縫権蓄の蜷の

必要性と縫務考の健の意想の尊重の必要性との比較衡籔の霞題ではあるまいか。」

と指委毒される。

　さらに解約鶴の解約払戻金叢叢求権差揮えに特奮の事籍として、「差搾縫縷煮

による解約権の行縫を認めなければ解約払震金請求権の差押えを認める意鞍慧

ほとんどなくなるという点．1をあげる。そして、「というのも、　・・牛酪峰螢

解約払戻金請求権は満1彗1の灘来によ辱雲散霧清してしまう権覇であ諺、・・申

難・畢解約凝、戻金について差押えを携除する実襲的鐸鋸がなく、この藩控えを

糞意義なものとするためには参t韓化する手段を差揮儀纏‘蓄に認めざるを得ない。」

という理灘をあげる。
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　縫方の解約される保険契約の緑陰契約者等の利益に絶しては、「解約される

ことにより保験事故発生の場合の保鏤金請求権を喪失することにより、場合に

よってはきわめて大きな本籍益を被る可能性解あることは否定し響ない。」と

し、「考縫窶しなければならないのは、年齢藩籬嚢などからいったん解約されると、

もはや保験契約を締締することができなくなるという不利益や、保験事故（と

くに死亡）が遠くない舞来に発生しそうであるのに高額の保験金請求権の鍛得

の尋能牲を奪われるという不利益であろう。このような不利蓋が発生するのに、

少額の籏権に基づいて差押えをなし、契約を解約してしまうことを認めるのは

妥当であるとはいえない、婆とその弊害を正しく捲摘する。

　ここで1鑓氏は独特な主張をされる。それは、契約者貸付の重要筆生を旛擁する

点であるが、同氏は、「保験契約者としては、解約払戻金請求権の差舞えを受

けることになりそうな場合にはこの契約者賃銀を受けて、これを弁済に充てる

ことによ鯵保険契約を存続させっっ、差押えを懇遷することができる。」とい

う毒矯をする。と疑鋳に、契約者貸付の貸付金額の鰻獲や舞患の高さ等も羅時

に留意すべきとその鶴題点をも毒嫡するのである。

　以、Lを総合して、「保験契約者1こは契約者貸付により差押えを圏遷する手段

が与えられているのである以上、保験契約者の綾権者は絵雛として取立権に基

づき保険契約を解約することを認めるべきである。しかし、保験契約者が契約

者貸付を受けてこれを差押篠権者に対する籏務の弁済に充てる場合には、もは

や践む一割の解約払戻金請求権を誓約として差押績権者が解約権を行旅するこ

とは原購として権利の濫購として排斥される。ただし、保験契約が高額で、残

る解約払戻金の額が差押籏権の額との関係では少ないとはいえないような場合

には解約も許されるべきであろう。また、契約者貸付とは灘孫なく、差押綾権

の額に比して解約払戻金の額がきわめて小さく解約をしても差押縫権の満足に

は慧とんど役に立たないような場合にも解約は権利濫驚として認められないと

いうべきであろう。」と結論される（窪董驚。

　契約潔貸｛｛舞舞蔓をポイントに巧みに嘱事者の利害講整をはかろうとするが、
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そのようなやり方は、瞬氏§身も振擁するように、基準の明経性に欠けるきら

いがあろう。また、ほぼ解約払戻金に構当する契約者貸付金の儀権妻への支払

により、保険契約者等を縫権者の差響えから解放するアイディアは、ドイツの

介入権の鰯痩に類継しているといえ、現行法の凝度を舞羅して、介入権麟度と

類似の効漿を得ようとしているところに特後があろう。しかし・契約者貸付講

護を牽獺できるのは保験契約者のみであるため、保険金受鍛人等、飽の保験契

約の利害麗係人が縫与し得ない点で、介入権舗度に劣るものであろう。

　また、羅氏は、績権者代位による解約権の代位行使に臠して、「儀権者代旋

権の行使には無資力要件を要する。差押えがなされるような籏務者については

無資力要件が満たされるのが通常であろうが、方法としてはやや迂回的である

という葎象を否めない、差押儀務者の保護に纏する利益が十分に考癒されてい

る鰻りでは、端的に駿豆権に基づく形成権の行嚢を認めてよいのではあるまい

か。」（漣鰺）と捲摘され、儀権者代魏権による方法には否定的である。

　ここまでは主に商法の欝究者の見解を紹介した。ここから以降は、民事執行

法i55条との麗孫で、差押儀権者が保験契約者である績務者の解約払戻金請求

権を差し押え、その取立権に基づいて解約することができるのかという議論が

中心である。

　つまり、鱗～／3嫁での議論と異なり、民事軟膏法上の議論にスタンスが羅か

れている点が、これまでと異なる。それに難い、その論者も、民事訴訟法・民

事執行法の醗究者が中心になっている。

　鱗この開題に駕する通説的な見解としては、「差し搾さえ績権者は、嚢巳の

名で、被差押縫権の取立てに必要なあらゆる裁睾1圭および裁趨外の行為をなす

ことができる。履行の催告、揖保権の実行などができることは縫題がない。選

撰権、解除権、取消権など執行縫務者の；蕎する形成権の行｛壷も認める」という

ものである（注玉9）（窪2馨）磁2玉）。そして、このような通説の見解に立って、解

約払戻金請求権の差押養権者は、形成権である保験契約者の解約難を行使する

ことが霧来ると聚、解されてきた。

一一一
奄W？一・
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　嬢このような通議の見解に対して、一1二壕教授は、「差揮えによっても被差押

縫権をめぐる法律麗孫の宝鐸としての執行縫務者の地｛立には基本的に変更がな

いこととの譲薯係で霧題が残る。」と疑鰻を｛整しっっも、｛呆験契約の解約権の難1

題に臠しては、「解験権の行使によむ発生する条絆慧権利を差し押さえた場合

のように、形滅権の辛テ｛吏が遙邊垂かっ効果露華な執蓄サのために必要なときにξま嘱取

立ての一■■一叢として差響儀権者が形成権を行使することを認めざるをえない。た

とえば、課験契約圭二の解約餐、疑金支払請求権を差し搾さえた儀権者1ま、鍛立て

のため保険契約の解華奪権をぞ学｛斐iすることができる。」（詫22〉と主張し、綜果的

に通説と韓じ結譲を採繕している。

　鯵遜譲に翫覇的であるのは伊藤教授である。購疑は、美郷縫権者が．取立醤

舞餐で選択権、解馨象権、取津垂権等の形藏1権を行｛塵できるという選1説、串餐霧婁こ灘重し

て、「学説の中では、形成権を”『律に籔うことについての疑難が存在」すると

し塊定期覆余勢緯の差携琴糞権者による解約を溝極に解する等の事纒をあげ、そ

れらの「事綴審裁糠列や学説の基礎には、契約関係から付随的に滋生する権雇

が差し樺さえられたときに、差搾養権妻がその契約関係そのものを解除するこ

とは、儀務毒に嬉して差押えの効漿を超えた璽大な不潔益を与えることになる

ので許され総・という考え方が存在する。このような考え方1ま、認むく条絆付

権零蜜こ対する差押えである解約払震金請求1権の場合についても、それが保鞍契

約1こ舞髄する権麟1こ遍ぎず、かつ、解約によって縫務者に嚢大な不科益が生じ

るという意蘇で妥凝するものと患われる。篠権者と儀務蕎とのlll麺）実質的公平

から考えても、条件韓権利を差し檸さえたにすぎない縫権者にあたかも無条件

の権軽を差し搾さえたのと瞬様の趨蕪を譬える必要はないものと思われる。」

という認議を蕪提1こ議論をされる繕123！。

　そして、「解約の対象となる法律関熱からみた場合に、差押えの遍象たる権

麗が醤i籔的建麹であり、かっ、解約によって当該法律撲1孫によって実現を予定

される藁穿｛な法舞隻数の翠寒暑蓋が失われるときには、差搾経籍i者の玉鞍立権舞髭ξこ1ま、

解約権が含まれないという結講に達する。そして、解約払湊請求権に対する差
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し檸さえ儀権者による採験契約ぴ）解約は、この基準に蕪らした場合、鉾される

べきも憂）ではない。嵯と通説に対して否定的な見解を展麗する。そしてこのよ

うな差押績権者の取立権に基づく解約権の鴛続に漉極的な解親縁、差押えの実

効性を失わせるものだという幾糠こ嬉しては、「縫権妻は、績権者我鐘の方法

によって儀務者の無資力という要件のもとで解約権iを行使し、解約払戻金の支

払を受けられるのであるから、差揮えの実動姓が失われるとはいえない。」と

狡i論ずる。そして、「解約払戻金請求権が醤縫的権利であ静穐かっ、解約1こよっ

て保験契約の失効という重大な不無益が発生することを考えれば、綾務者が無

資力の場合のみに俵権者の解約権行使を認める考え方に合鰹牲が認められる誕

とし、｛嚢権者代｛堂、権1の乗！羅を主張をされる〔注2磐（漣2現、

　以．とのように、講氏は、縫権者による保験契約者の解約権の行嚢に臠しては、

「条件付権利としての解約払義金請求権を差し押さえることは可能であるが、

差押綾権者は、差押命令に基づく取立権の効業として、簾験契約の解約権を行

使することはできない。差押穫権者は、差揮えとは隣に綾権者代蒙権に基づい

て、解約権を行使して、解約払戻金請求権を無条件の権趨としたうえでなけれ

ば、保験会縫に難して払戻金の支払を請求することは認められない訂（灘書）

という煙毒莞・睾1趣1と異なる立場をとる。

　鱗この説の基本的な考え方の蒋籔は、解約払戻金請求権を「差し押えること

ができるからといって、差押礒権者の権秘として、煢然右解約権を行使できる

ことにはならない。」として、「この縫係は、脱退善1密な握賛権（社轟の持分〉

を差し檸えた場合の雛嚢の畿退請求の麟度が参考になる」という点にある（液

27〉。

　そして、差押綾権者の脱退請求権に嚢1しては、「商法九〇条においては、纏

縫（合名会社一合資金縫も縫む（海法一一・茜七条参照））の懲資持分の差押1ま、

当該社員が樗来受けるべき秘蕪の灘嶺請求権（ただし、その鍛立または転付が

できるのは、その零彗益金の醗当請求権が奨膠化したときである）および持分の

払戻請求権にその効力が及ぶのであるが、その権朝を嚢体秘するため、差響綾
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権者は、営業年度の終りにおいて、当該績務者である右社員を號退させること

ができる（ただし、縫鋭退の予告を六ヶ稽蕩に、会社およびその縫の被員にし

ておかなければならない（醗法九一一条））ものとされている韮と謹畷する（波2き）。

　つまり、本稿で霞題としている差樺優権者による保験契約の解約権の行使と

の麗係では、臨法綴条は、合名会雛の社員の持分差禅簾権者による強麟退魏請

求権を特に購文で媛足しているが、保険契約者の縫権者による解約の場合には、

そのような特溺な墾文媛定はないので、緑陰契約の解除、解約は、ε解除権の

差押による権利行使によるものでもなく、また、解約払戻金支払請求権の差押

をした差押綾権者としての当然の権利行使でもなく、まさに籏権奮代鼓権によ

る手続によるべきものと解するのである」という綾権者代位権を支持する考え

方がある（注2§）。

　織保験契約者の優権者が鞍立権に基づき保験契約者の解約権を菅縫できるか

という問題に聞して、実務の立場から以下のような見解が主張されている。す

なわち、「条件付の権利を差し揮さえた場合には、その条件が成就されないか

ぎ善差し押さえた債権を取得することができないことは当然とも考えられる。」

ということを麟提に、「彫絞権である解除権そのものの差押えはできないとさ

れているのであるから、契約者の持っている解除権を縫権妻が行使することを

認めるべき根擬は乏しいように思われ、このように条欝が成就され、現実に縫

権が発生した時点をベースに考えざるをえないのではないかと患われる。藩（漉

講）という。さらに、「績権者の縫権保全手段として質権設定、差押え、縫権

者伏繍の行使の各方法があり、それぞれ長所、短瞬があるのだから、ある・■一一つ

の手段を選択した縫権者はその方法の難点には■欝んじなければ仕方がないとい

えないだろうか。差揮えの方法を選択した績権者としては差し樺さえることに

よって少なくともそれ以後に継現するかもしれない綾羅潔に請しては優先権を

醜保できるのである。なお、縫権妻として攣難に儀権を繕駁しようと患えば、

保験契約者である鐘務者に解約請求させて、皺む立てることもできる。縫務者

が行方不審1等の場合でこのようにできないときは、縷権者として無資力要件等
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を立証すれば後述する俵権者代位権を蕎便することもできるのであるから、こ

のように考えることはあながち不当とはいえな墾と患う。」〔漣3めと述べ、少

なくとも差押嚢権者が取立権により績務者の保験契約を解約するということに

は消極的な見解のように！憩われる（注32）G

　以上が、保険契約者の礒権者の解約権の行使に関する主な学説である。

　臨単に整理してみると、通説は、保験契約者の篠権者が保験契約者の解約権

を行使する方法として、差押えに基づく取立権による方法は可能であるとして

いる．また、羨章までの判決の験討でも機観したように、俵権者代位権による

解約権の代鼓召使の方法も可能であるとされている。そして、これらのいずれ

かの見解を支持する者が大勢であろう。饑えば、纈の山下教授は、儀権者代蒙

権という迂遠な方法よ鯵も、取立権による解約を支持される。

　一一方、このような通説に麟して観戦的な見解が少数ながら主張されている。

　⑦の倉沢教授1ま、そもそも養権者は条件付の権舞を差し押えたのだというこ

とを至聖由に、取1立権に基づく解約纏のそう穫警こ懐疑的である。本来、論選i的な1類

序として、まず、績権者が解約権を行使できるのかということを鵜題とすべき

という示唆に富んだ捲擁をされる．麟の実務からのアプ篠一チは、この考え方

に近いように患う。また、織の攣藤教授は、取立権に基づく解約を否定され、

籠権者代綾権による解約によるべしという立場を支持されるようである。

注記

（灘）灘夫性命鰍金獄替る差押」生命保騨翻毒選（騨版董鵬年）
　　　22頁。縫1こは、大薮地裁昭秘欝葎5肩露還判決（こ繕携時報蔓36号蕪§頁）が

　　　ある。
　（涯2）　羨島徳治螺線験法噺版藩（欝劔隼稔舞2雛擁莫ま叛第2麟・悠々社）3篇

　　　頁．鮨のも鋭して、豚ば、大森懇夫・滌除環（瞭簾壌絹25欝
　　　補訂飯祷版第3麟）3毅頁、倉沢康一郎「解約払戻請求権の法的性質と差押

　　　　え」ほうむ鍛号（鍛92葎1月、安醗火災）3－4頁。

　　　　一方、立法論として、保険契約．11の請求纏の差押えの凝霞の興犠牲を議1

　　　　　　　　　　　　　　　－i鱗一
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　　　じる養もあるむ舞えば、石1駐講ゼ嚢慈W（鐸験法）1教護版膿（雄§7葬4肩

　　　2難改訂緩第i鱗、欝棒i難藩3鵠難ま、r生命謀験契約に基づく探険儀権

　　　は難産法量二の権属であむ、したがって法によって禁豊1されていない以、蚤磁ま

　　　…毅の難産法、灘の鞭舞と瞬じく雌分め態象となり、また積梅巻の差揮えの

　　　韓象となる。しかし、生命線験の麟痩は、いわば疑念鎌酵を補完するもの

　　　として保験契約者毯身の老後やこの被辣誉者の生活の講註霞のために零1拝暮さ

　　　れるのであり、蘇験襲建を一般の雛藍綾上の権舞とまったく講一縫できる

　　　加は緩討の余地がある。立法政策の縫題である。ただ、今欝では生命採験

　　　鰯縫も多繊な睡的をもっておξ）、たとえば懸羅生命謀験契約藷ように鍵線

　　　鹸に舞灘されることを考癒するならば、探険儀権の麩分・差押えをすべて

　　　否達すること慧妥聾でない。」とされる。

　　　　また、離叢叢、鴻常夫「生命保験金に奏｝する差垂準雌23頁は、　異体イヒした1呆

　　　験金請求権が轟準黄金受取ノxの｛糞権巻の差樽えのi婦象になるということを羨

　　　鍵として、「生命保険契約、敷の権瀦の越分および差押につ熱ては、生命傑験

　　　麟縷iの趣醤1こかんがみ、政策的1こ特髪llの凝慶をみとめるべきかどうかは、

　　　立法政策、離離無題にな誓うることである。けだし、生命保険契約は、探険

　　　契約1蓄衰身の老後やその被扶養毒などのための醗麟として講講されること

　　　が多いからである。現に各種の鮭金線験難波等において、録験金請求権の

　　　縫分や差押が禁蓬・鱗縷されているのは、その趣醤に騰るものである。」と

　　　いい、立法致策による｛呆験契約煮等の｛蒙護の可能｛整を承駿されている。　し

　　　かし、「わが欝｛こお雛る生命｛渠険叢ll度の零彗鐸茎の現講義導こ鑑みるときは、琴芝段難憲

　　　にお捗る』立法講としても、翼馨1免した生命線陰金請求権の譲渡および差押

　　　を禁莚することは、必ずしも灘をえていないように思う己と蒼定的に評無

　　　される。

（注三3）　生命藻験契約に関して、鋼えば、鹸毅、大森・墓奉書3総藪は、「課験事

　　酸が発生して異稼秘した受取入の傑験金請求権が、遜常の金銭嚢叢として、

　　　譲渡・質入などの鑓分の穀象とな静、また差禅の麟象とな書）うることはも

　　　ちろんである。　しかもこの場｛聾、纏入の死亡を像験事i牧とする緑陰の場合

　　　でも、破傑験餐の羅意を必要としないこと綜いうまでもなも、ojとする。

　　　　また、縫揚、ぞ｛灘・基本叢3誓一3欝嚢ll重、鎌験響故発生後の課陰縫権に

　　ついて、「線験事敏が発生した後に異鯵的になった保験金受取人の線験鑛権

　　　については、遷常の縷権と講ビく、保鏤金憂取入は蔭1塗にこれを譲渡した
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保験契緯の解約払戻金請求権に簸する差押えに関する一考察（橿鳥雄一〉

　　む質入れすることができる。ただ、翼鯵乾した課験績権は、金銭績権に変っ

　　た以一L、…般に保険績権霧体の譲渡・質入れが霧題になるのではなく、保

　　験事故発生前に謀験籏権を譲渡したり質入れをした場合に、興鯵銘した保

　　験綾憲こついても効痴汲ぶということである。また、像険金受取人の積

　　権者は、異体乾した鐸験鑛1権を差し揮えることもできる。」という昌

　　　購濤のものとして、藩鶴、海島・基本書3聡頁、大沢康孝「積立金に韓す

　　　る保験契約者の権牽虜ジュ琴スト欝3号韓9頁、濱懇盛一「竺命保鞍契約上

　　　の権秘の差押え」石懸講編罫線験と麺探書（欝96年舞舞3§蓉第i蔽第i麟、

　　文眞堂〉2総翼。

（涯4）飽の説と異なり、注意すべきものとして以下がある。青谷秘夫ゼ生命録

　　　験契約法邊（曙憩鎗葎4月i讐第3麟、膏震堂〉3翫頁は、「生命保険契約1こ

　　　よって生じた保険契約者の権瀦慧全鯵としてはこれを差し押えることがで

　　　きないものと解する。けだし、探険契総考の有する指定変更権のごときは、

　　　その死亡によって消滅し（蕎訣第六七五条〉、檬験契約者の一身専属権とみ

　　　とめられるものであるから、このような権琴i無こついて韓1飽人の差押が認め

　　　られないからである。」と述べる。保険契約者の権羅が一身専属権と認めら

　　　れる場合に、差押えができないことを示していると思われる。　しかし続け

　　　て、「しかし、保険契約者の解綺払戻金請求権が現に発猛しておれは＼その

　　　綾権はこれを差し揮えることができる。…　　牛酪…　　なお、綾権者は

　　　将来において解約払戻金を受け取るべき権利を差し揮えることができるか

　　　どうかについては、純然たる将来の儀権は差押をゆるさないが、条件轡ま

　　　たは期1穰付の権羅のごときはその差押を認めてよい。また、績権者は戻濠

　　　第弱二二条の規定によ鯵保験契約者の約款土有する解除権を代位行絶し、

　　　これによって解約払震金請求権を発生せしめることができる藤という立場

　　　であ馨、結論は以下に述べる通説と観じ立糠こなる。

（涯5〉　以下は、生命線験契約に関する学説である。

　　　　毒警掲、大森・基本書3蕊頁は、「保験事故発生麟における保険金請求権は、

　　　いわば条警離縁いし難獲鶴権利であるが、その故にこれを麺分しえないと

　　　する驚縷はない（畏法…一二九条参照）．商法六七瞬条二項三項はその越分の

　　　馨能鮭を麟鍵としている。隔様にまたこれが差押の嬉象となりうることも

　　　歪撚である。」という。また、紀のためにする郷鋤場合織よ瞬じく

　　　かかる権溝1が保険契約者の｛責権“蓄からする美嚢馨の対象1こな南）うることも遜
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行政琶会譲葉　第鴛巻　第i号

　　然である．饒人の死亡を保険事故とする像験の場合には、差し押さえ欝捧

　　には被保鞍者の講意を必要としなも・が転盤命令1こついては鞍保験者の麟意

　　を要するものと解すべきであろう謎とする。

　　　また、前掲、石懇・基本書3賂一3垂頂は、r保険事故発生蔚の保験綾権で

　　あってもこれを鑓分または差押えの繋象とすることを否定する礫由はない。

　　繭法は、その麩分の母能牲を蕪提として、懸人の生命の課験契約の場合鞍

　　保験者の羅意が必要である鴇を規定している（嚢法六七醤条二項〉。差揮え

　　　についても疑様にこれを認める趣鷺と解される。」という。そして、農己の

　　　ためにする保験の場合1こは、ヂ録験契約者が有する保険績権を譲渡しまたは

　　質入れをすることができるの1ま当然である。」とし、　「飽人の生命の保験契

　　約の場合には、檬験綾権の譲渡・質入れには被採験者の購意が必要である

　　　（繭六七羅条二項）。差押えだけでは録験契約に基づく法律縫孫の変動を生

　　　じないから瞬意は必要でない。転付命令の繋象となるか否かは聡題である

　　　（昆執焉§条）。すなわち環繋給韓にかかっている饒権は券藻類をもたないか

　　　らである。　しかし、保険料紙済となっている場合の保験｛嚢権とか解約払翼

　　績権については転付命令が薄髭であ鯵鞍保険者の鶴意が必要となる。」とす

　　　る。饒人のためにする保険に麗しては、「檬険契約者に録鏤金受取人の変更

　　　権が留檬されている場合に、保険金受取入が保験者1こ蝿して有する権萃蓬も

　　権利牲としては希薄である。」との探険金受取人の地盤の不安定性と、さら

　　　に「課験績権の譲受人の地鍾も不安定であるが、その譲渡盤を否定する鰻

　　　礎はない。また、傑陰金受取入の篠権者は、この探険接権について、差樺

　　　えをすることができる。ただ、保験契約者は保験績権をもたないから保険

　　　契約者の儀権者はこれを差し無きさえることはできない“」という。

　　　　購濤のものとして、蔚掲、藤島・基本書37ε頁、藏掲、縷鐙盛一「生命保

　　　険契給．との権利の差押え」259頁等がある。

（注6）　山下友癒「保験契約の解約払戻金請求権と農事執行・儀権者代位請求」

　　　金鞍法務事椿鼓57号（欝87奪6舞蔦琶）7頁。

（涯7）　前場、田下友馨「保険契約の解約払震金請求権と戻車執行・鑛権者代泣

　　　請求」6－7頁。

（浅8）　糸繕厚生r保険金受取人の権利の差押」『生命線験の法律開題壽（金鞍・

　　　商事鵯縫986号）98－9§葺、懸中秀聡罫連載　現代保験握録譲（第6羅〉」

　　　安馨火災ほうむ妬号（至弱8奪登簿）i簾頁、探険実務醗究会霧密Q農A生念
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採験契約の解約払戻金請求権に落する差押えに関する一考察（福島鑑一）

　　　保験擬害保険をめぐる法律と税務邊（平成§奪5月8嚢窃叛第2麟1、薪馨本

　　　該規〉i総頁（森恵一筆〉。

（注9）　繭掲、大森・基本書3解頁。

（注懲）　麟揚、鐵下友猛「保験契約の解約払戻金請求権と農事執行・績権者代乾

　　　請求」贅費涯麟。

　　　　惣こ大森説を灘歴る勧としては、鰍ば、瀬雛菊眠事執行麟
　　　判舗轡顧（聡秘§§奪）韓・完擁翼BL3爵号（鰺麟隼鐙鳳商事法務醸究

　　　会〉33頁は、r灘法当時の解毅であるが、土記解約払漢金支払請求権の差押

　　　とは琴紅解約権麟を差騨え、隷1こついて行使命令眠訴蘭六二五

　　　条一項・六〇〇条）を得ることを要するが、解約払蔑金支払請求権の差押

　　　は右解約権の差し押さえを包含し、解約払震金支払請求権についての取立

　　　命令は解約権についての行使命令を包含するものと解して銃げないとする

　　　考え剤について、耀約撫形成権で劫、そ櫨体1独立して換懸でき

　　　る難産権ではないからこれを差し押えてこれを蝦立命令によ吟行痩すると

　　　するのは穏当でない。盛と畿鵯する。

（注ii）　前掲、石墨基本書3欝頁によれば、石遜教授は、ヂ解約により具体牝した

　　　払戻金蟹権については、保険契約者は鬱鬱に譲渡し質入れすることができ

　　　るし、またその積権者は差押えをすることができる。まだ異体化していな

　　　い解約払戻金績権についてもこれを譲渡し質入れすることもできるし、ま

　　　た績権者は差押えをすることができる。この場合には、譲受人、質権者お

　　　よび債権者にとっては、解約権（買戻請求権〉も瞬時に譲受、質権および

　　　差鍬の支橡となっているも錠継れる。」礎べ・鍵1物大森教授の

　　　説と矯きであるようである。

　　　　こ趨こ鰐して、饑えば、藩掲、大沢康孝「積立金に講ずる保険契約者の

　　　権利］欝7頁は、ヂ保険契約嚢鉢についての種利（買戻請求権）と保験契総

　　　に基づいて発生する権糎（解約払褒金儀権〉は区磯して考えるべきもので

　　　あむ、後者の鑓分が当然に読者の麺分を含むと解することは妥当ではない。」

　　　と識字llする。

　　　　さ硫、解約権のみの譲渡が蘇がない駝として・謝葛・大瀬孝

　　　「積立金に最する保験契約者の権利」緯6一欝7頁は、「解約権硬）みの譲渡も

　　　認められない。しかし買戻請求権の行嚢の結果異体乾すべき払渓金鏡権と

　　　共にすれば譲渡・差押等の麺分が薄能であると解されてお毒気更に進んで、
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善政鮭会論集第萱養第i号

（滋2〉

（滋3）

（滋蓬）

払翼金積権の越分は当然に買戻請求権の難分をも含むとする艶解が有力で

ある。」といい、しかし、「買戻請求権が保険契約者の積立金に鵡する実質

的支翫権の一つの現れであるとすれば、実質的支翫権に基づく勉の諸権舞

と共に一括して譲渡するならともかく、買戻請求権のみを窮離して譲渡で

きると解することは縫題である。実鰹一しも買戻請求権を譲讃しても、保険

契約者は難の権覇、たとえば貸付請求権は笑わないとすれば、譲渡はあま

り意聲豪のないこと1こなる。」「縫iって、買戻請求権行｛吏の績果生ずる解約重三

戻金綾権については譲渡等の麺分はできても、賢戻請求権甕鉢は探険契約

者たる資賂で有する纏め諸撥翼と心懸してでなければその鑓分を認めるべ

きではないと考える。」と指摘する。

　（鈴と軽鬆ともよめる議蕪毒がある。議事舞喜、石震・基本書3i8頁2主1静で、　石鐙

教授慧墾辺教授の著作の記遽に灘して以下のように指摘している。つまり、

醗辺・二〇〇藁は（懇透漆単ゼ新版保験法選（紹秘鍵葬、ミネルバ書虜〉

の記逮・筆者涯〉、譲受人また捻儀権者は、解約権をも隅蒔に譲受けまた質

殿惨し、かっ鱒銃要件を儀えておくことが実際に必要であり、差押えにつ

いても覆様である、と議かれている。たんに解約払戻金縫権の対銃要絆を

とっておくだけでは十分ではない、という趣量なのか瞬らかではないが、

解約払1更金儀権は解約権と一稼となって意殊をもつのであるから解約払瑛

金綾権1こ隣する簸銃要簿で十分であると解する諒と述べられる。

　ちなみに、飽の懸逡教授の記述では、馨透綾軍監現代保険法壌（昭秘翻隼

畦月鎗馨、籾販第2騰、文眞堂〉器2蓑が、菱この解約による解約払渓金請

求権は、保験事故発生によ馨翼鉢秘する権秘ではないので、飽人の死亡保

験の場合でも、破藻験者の同意を要せずに、鐸鞍契総意は、これを譲渡ま

たは質入れすることができる。なお、解緯払戻金請求権が譲綾または質入

れされた場合には、解約権も瞬織こその麺分に縫うものと解すべきである。」

といい、差押えに絶しては、「保験契約者の績権者が解約払戻金請求権を解

紛権と共に差し郷さえることができる憂）は楽然であ善、被線験i者の羅意を

要しないことも、右と瞬様である。ゴと述べ、解約鉱戻金請求権と解約権を

共に差押えることができるというのは、それぞれ麟に鰐銃要艀を鱗えて、

差押える必要があるのかという点で必ずしも瞬らかではない。

　以上の記述は、蔚掲、倉沢康一鶴f解約払戻請求権の法的盤質と差押え」

4頁による。
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録験契約の解約払戻金請求権に鰐する差押え1こ臠する一考察（福島雄一〉

（滋5）以上の記遠は、繭、倉瀬峨瞬解織蕨請求権の法的性質と差押幻

　　　6頁1こよる。

（注i麟　以．tの記述は、爺揚、倉沢康一郎野解約払戻請求権の法的盤質と差押え涯

　　　9豫こよる。

（注i？）　ここまでの全ての記違は、離播、塗下友鑑「緑陰契約の解総払戻金請求

　　　権と段1事執行・｛責権者代｛窪請求」　8－9頁による◎

（注i8）　この記連は、蔚揚、山下友懲「保険契約の解約払戻金請求権と戻車執行・

　　　簸権者代｛立．請求輩9頁による。

（滋9）浦野雄幸縞謀本法コンメン外ノ嘱事執行法（第癒）飢i§9簿8月

　　　i膿第3蔽第麟、駐本総総）（上原敏夫筆）講灘こよる。

　　　　鮨のものとして、惣こ、中野貞一郎眠事執鴛灘（新訂3紛（i鵬

　　　庫欝欝3細新訂3蔽第i羅、現代法律学全集23、膏稀書錠〉5髄頁、讐馨稔

　　　ζ罠事執行の実務套動産執鴛・籏権執行、船舶・銃空機・欝動輩執鴛纏選

　　　（欝綴隼欝月蔦羅窃蔽、灌善書篠）艇6頁、香郷保一監修ζ注親炙事執行法

　　　　第6拳　儀権執行越3条～絡6条壌（平成マ奪3月鎗縫第i麟発行、社懸法

　　　入金甦雛政事精嚢究会〉鶴3、薦6頁、竹下守夫羅鈴木建総締耀農事執行法

　　　の基本構造邊（昭秘総奪5鷺i馨祷叛第編ll、御茶の水書携）（出嚢繁筆）麟9

　　　頁、浦野錐幸『条解民事執行法講（曙秘6§隼葺月22馨擁藪第i麟、薩事法務

　　　瞬究会）6艇頁がある。

　　　　饑えば、繭鶏、中野貞一灘ゼ農事執行法誰騒6嚢涯1嶽凄で・中野教授は・

　　　「事故発生を条件とする保陰金請求権および解約を条幹とする払蔑金請求権

　　　も、それぞれ被差押適擦をもつ。」ということを薦擬として、麟患紛の大森

　　　説を嶺1鵯しっっ、「前者の差押えが当然に後者の差押えを包含するとの舞解・・

　　　中略・1証当でないが、瀦の内額1溢1鋲還するので・双方を差し押

　　　さえるのが実際的といえよう。解約払震金請求権を差し搾さえた簾権者は、

　　　その蹴立権を行｛更して、代位を要せずに、解約できるし…　　中略…　　、

　　　受取人の指定が撤轡権留保馨である場合の探険金請求権を差し押さえた債

　　　権者も、撤懇権を付髪して、徳人のためにする保険を契約者たる績務煮嚢

　　　身のための｛呆験とすることができる。」と主張する。

（涯2§）兼子一『増補強麟執行法匪（i弱§年履月5弩再増補第2i籔・灌井書痴〉2解

　　　＿2静嚢によれば、改乏講の醗法淫事訴訟法六〇〇条の取立命令の場合にも、

　　　瞬様の解毅で、取立命令は、「差押綾権者に、差押えた綾機の薩的である給
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（注2i〉

（注22〉

（涯23）

（注2逢〉

（注25）

付を第三綾務者から取立てる罐書髭を授絶する移｛寸命令である。差妻畢によ鯵

醸家が徴叛した灘分権を、競喪の場合のように嚢ら行痩せずに、積鬱煮に

委せるもので、一般に儀権者が籏務者の欝釈を行使できるのは艮法上代錘

縫の認められる場合に鰻られるが（渓籔二三篠）、この授権によってその要

件及び手纏に饗わずに、取立ができるようになるのである（疑訴六〇〇蘇

一環〉。」とされ、縷権者の地位に隣しては、「積鬱者慧智己の名を以てその

儀権の取立に必要な綾務者の有する権属を行綾できる。履行の縫皆罐、選

繹罐、解織権、取消罐等を行養し又確保罐を蟹行できる。これに反し、取

立の懇麟以外の行爲はできない。饑えば、俵務を免除し、猶豫を興え、績

縫を譲渡するが妬し。」とし、第三績務者の地位に臠しては、「績権者の取

立に墾1し、｛責務f惹に墾｝して有するあら痩る異議・貌欝を以て繋銃できる。」

という。中務俊邁「取立命令と轄付命令」民事謙譲法講甕第4巻（曜和3§

鐸謹i月額｝薮椿叛第i羅歎〕薄斐1馨〉簸84頁も懸量である。｛建って灌法におい

ても新法においても、この点の解毅に変更はないようである。

　宮脇幸彦・鈴本憲一・三ケ月韋編ゼ注解強麟執行法12繕（聡秘澱隼2月25

罎、第一法媛）（穰葉威雄筆）蕊3頁は、葬解除権・取消権の行使蕃こは疑幾が

ある語とされ、購353－3騒頁の注⑳では、「取消されることによって績権

が消滅するような場合には取溝権の行使慧もちろん許されないし、取溝・

解1徐によって発生する条件轡権瀦を差押えたときについては、このことに

より墨然に解霧ミ権・取消権を行｛爽できることにはならない。ただ定霧預金

儀権を差押え、霞立傘令を簿たときに講覇繭に解給するようなことについ

ては、これを認める余地があろう。雌という。

　麟掲、講野雄幸織置基本法コンメンタール農事執行法（第3版鷺3驚頁。

　以上の記述は、攣藤眞「解納払戻金請求権の差押えと解約権の行嚢」擬

害保険判溺毒選（第2飯、露髄年）婚5頁による。

　以一との詫遜は、欝藤眞「解紛払戻金請求権の差押えと解約権の代遊行｛剰

金鍵法務事構鮭46号（平成8奪3鷲25馨号）25頁による。

　前場、撃藤翼「解約払戻金請求権の差押えと解約権の代位行綾」26頁に

よれば、生活保鶴馨的の鐸験に関してはその解約権は一身専羅権であると

して解約権の背縫を鱗縷する、いわゆる二分護に基づく儀権者代縫権によ

る解約権の特使を認める舞決を嶽津llしっっ、「探険の経済欝的のいかんを問

わず、麟約権の一身専属雛iは否定されるべきである」と主張し、その鍵由
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鰍離礁纈鹸鑛灘謝する差翫燻する拷察（鶴雄一〉

　　として、第iに、蹟務煮が無勤鰍態賜り・前纏ム戻鑛求権が難

　　難罐灘一叢構艦ている誌毒・か栃ず・解縦鹸鑛雄吠
　　綾行使を否定するのは、結驚は解約払戻金請求権を差押禁比とするのと変

　　わ醜い結果を生硝すからである．持し、第2に・績務者が無勧に

　　断てい蘇もかか栃ず、織紐鞭せず・隷を羅す櫨趨動
　　鰭爆縮鮒が儲糠ること蘇って・解羅捩金請求勲硝臨・
　　　あるい頗蜘銅鑼に蔀てさら1副産状態が離することすら予想

　　　される。」ということをあげる。

鯉§）肚磯郵、鰻、懸測繍鍛金請求脚差繰瑠給権礁
　　　｛立行使」22頁による。

（滋？）こ曜灘、輔、麟雄動眼轍磯欝綱露（晒轟癬〉（争

　　　完）」蕪登L3爵号33頁による。
（注28）　この記述は、麟掲、浦野雄幸・「疑事執行麗係麟擁掻頭（羅穣5§奪）（逢・

　　　完薦瞬βL3爵号33頁による。綴離榮三・星鰈長七縮密基本法コンメンター

　　　、薩第磯陰撞滋邊麟轟朗i総、躰評翻）68－6頭（叡舞賢

　　　一筆）参黙。

（灘〉こ曜灘、輔、蕩雄幸眠事執磯辮覇踊（曙零暮勝）（争

　　　完〉樺翫3鋸33－3頃による。前鳳騨翻漣載獄鰍灘
　　　譲（第6目嬉雄3頁、繭掲、中野霞一郎『淫事執行法選駐4頁参黙。

（㈱〉眺曜遡、鹸、騨醐漣載獄鰍鐙職（鄭醐i25
　　　頁による。

（灘）脆曜齢、鵬、騨翻漣載獄鰍鐙職（第鋸）」125
　　　頁による。

鶴2〉酬酔監麟鰍蔑鞠行法第捲難義雛3条～i麟駆平成
　　　7年3月驚8第i麟発行、社懸法人金議懇政事精懸究会）弼4頁によれば、

　　　差押えがなされたとしても、籏務煮1ま、保険契約を解約する権霞を譲穣さ

　　　梶こと麟い．績務都飾、鰍契緬差翫後であって裾約する

　　　ことができる・という。
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第7章おわ》に

　ここまで述べてきたように、解約払戻金請求権の差押えの開題を含めて、よ

鯵広くいえば、保険契約上の請求権の差押えをめぐっては、様々な議論がなさ

れているが、実務ではどのような対応がなされているのであろうか。

　まず、本稿が閣題としている解約払戻金請求権の差押えの事鰍がレアケース

ではなくて、顯常莚こりうる事溺であることは、鱗えば、以下のような話に接

するとよくわかる。

　それは、「積立型の傷害保険は解約返れい金も藪額となるケースが多いため

1こ、儀権者はそれに注羅して綾権確保のために裁料駈に解約返れい金請求権を

差し搾さえる旨の申し立てを行い、第三籏務者である保険会被に差押命令が送

達されるケースが生じている．また、麺税の滞納姪分等で税務署から差押遜雑

書が届くケースも少なからず存在する。一一毅に、これらの差し檸さえは満期返

れい金請求権等の請求権も臠せて差し檸さえておむ、弁済鱗の到来したものか

ら纈に債権額に売るまでの額を差押績権としている。」（窪めというのである。

　このような、保険契約土の解約払戻金請求権等は、今菱舞こおいて保験契約者

の績権者等の関心を強く引きつけるものであり、轟然のごとく醒税もそのよう

な簸纏を発逡iすはずもない。

　国税滞納に伴って行われる税務当縁による解約払戻金差押えと某生命保険金

娃の実務ヒの対応は次のように紹介されている。それは、「差押えの通知を受

鍵した保験者は当該緑陰契約の線験契約者にその鷲を遷然し、保験契約者の任

意の解約をうながす。保険契約者が自ら解約した場合1ま、解約払戻金請求権が

婁暮本イヒすることから、｛呆験者は、解約払戻金額を差欝簾箋権f者に弁済する。この

場合、解約払戻金額が差し押さえ綾権額を1二醗るときでも、保験1者は、解約払

炭金の全額を差押縫権者に弁済することとし、差揮蓬権額を酔興つた認分の解

約払戻金額の皺皺いについては、差押鏡権者にその越躍を一任することとして
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簾験契約の解緯払戻金請求権1こ玄達する差押え1こ絶する一考察（叢誌雛汁一）

いる。」といい、また、ダ保験契約者が任意に解約しない場合または稼験契約者

が行方不覊の場合は、保険考は不本意ながら、差押儀権者の取立権に基づき、

差押儀権者による解約を認め、解約払戻金請求権の具体銘を麟っている。この

場合、その後の鑓理は、保験契約者による任意解約の時と隔様である。雄とい

う。しかし、葬差押1責権者の取立権1こより差押礒権者の解約を認めるのは、鑓

税地方税の滞納による差押えなどのいわ締る公的なものに鞭ることとし、私人

の差押えの場合には、安易に差揮績権者の取立権等による解約縁認めていない

のが実椿である。盛磁2）という。

　この実務は二つの意味で示唆的であると患う。

　一一つは、解約払戻金請求権に講ずる差押えが、決して珍しい欝異なことでは

なくて、よくあることだということである。それだけに、この購題に鷺して当

事者にとって妥当な解決を握供することが重要なテーマであるということであ

る。

　一二二っには、騒税籔毅の場合であってさえも、まず、保験契約者の任意の解約

を促し、それができない場合に仕方なく、鍛立権に基づく解約権の行嚢を認め

ることとし、まさ1こ難1税など公的なもの1こ1襲鱒取立権1こよる解約を蓋愚めるとい

う実務は、鍛立権に基づく解約に保険考が消極的であるという意秣で、…・定の

簸鍵覇藪を提示している。

　つま鱗ま、睡税以外の健の獲権妻が、縫務者たる保験契約者の意想に反して

まで、解牽奪権をぞ孝｛更するには、あるいは儀権者噺気｛皇権によるべきであるという

ことを示験しているのであろう。このような取り緩いが韓を意賺するのかとい

えば、やはり保険契約の存続あるいは解消についてイニシアチブを鳶するのは

保険契約煮であって、まず、彼の意慰を辱毒することが、鵜題の妥当な解決に

つながることを実務家がよく鷺っているということであろう。

　本稿でここまで験試してきたように、保験契約毒の縫権潔が解約払漠余毒霧求

権を饗誌秘するために、どのように解約権を行餐iして、解約払鎚金から自らの
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績権の満足を得るのかという方法には、鵯決等において、主に二つの方法が験

討対象とされていることは醗に侮度も述べた。それは、…っには、差押えに基

づく取立権による解約権行｛糞と、二つ1こは｛責権者代｛壷権豊こ基づく解約権の代｛堂

行使である。

　謬藤教授は、「近時の議譲の繧霧は、・・車懸・ぜ責権者の権利保護を強調

して、綾権者代鐘という迂曝艶を経ることなく、差し檸さえ績権者たる資賂に

基づいて保険契約の解約権を認める方面にある。」（漉3）と指摘される。確か

に本稿で薮鯵あげた最も新しい事携である東京地裁平成憩年8月器暮講演も、

取立権に基づく解約権行使を許容した。その愚昧で、下級審の霧決ではあるが、

學藤教授の捲摘にかなうものであむ、はたして縫権者の便宜に醗癒した結論と

いえる。

　しかしながら、飽の下級審料決や学読、あるいは実務の勤陶等を注観してみ

ると、債権者伏縫権による解約権の行嚢という方法に一定の役割が求められて

いるように思われる。取立権に基づく解約は績権者の利害に醍癒したもので、

績権者の迅速で簡易な権利の実現が§詣されている。そこでは、績務者たる保

験契約者や、あるいは保険金受取人といった利害麗孫人の保験契約に隣して有

する利益というのは重視されない。一方、債権者代｛立権による解約の場合には、

無資力要／奪を通じた、より綴iかな蓉嚢癒がなされる余地がある。また、債権者代

1立権による解約が問題となった判決のほとんどで、いわ癖る二分説が採矯され

ているが、これによればよ鯵具体的に妥当な利害講整がなされる薄能牲がある

が、一方で、麟遽したよう1こ、俵権者代｛立権による解約では、綾務者の無資力

だけで足り、二分議でいう社会保障補完型の契約でさえも解約できるとする有

力な学説もあり、麗論として必ずしも確立しているとはいえなも・。

　ただし、その醗癒でさえも、無資力要件を通むた利害調整によって、結果的

になされるものであり、債務者たる保験契約者の意思によるイニシアチブによ

るものでは決してない。解約払戻金請求権の解約の鶏題において、決定的に欠

けているのは、保険契約者がイニシアチブを発揮できる凝痩が購意されていな

　　　　　　　　　　　　　　　一2競一



探険契約の解約払戻金請求権に麟する差押えに関する一考察（叢島雄一）

　い、点、である窃

　確かに、麟鐵の保険契約者が、契約者貸群鶴度によって、解約払漢金格当額

の貸舞を受け、それを債権者に提僕するという毒下教授のアイディアは、保険

契約の蒜続・解消に関して、保験契約者に一定のイニシアチブを保証するもの

ではあるが、貸付金の金利負挺や貸付金で疑りな塾資金の調達の縫題がある。

あるいは、保険契約者が契約者貸付譲度を秘矯しなければ、保陰金受取人が代

わりに契約者貸付麟護を利囃することが鐵来ないため、結局は、保鏤金受搬入

が保険保護を受けられないという結講になってしまう等の題題が予想される。

　これらの弊害は、この鶴題に麗して、保険契約をめぐる保険金受取人等の利

害関係者の利益を保護する一定の麟痩化がなされていないための欠点と考えら

れる。そこで、やはり、ドイツの介入権凝護等を参考にして、保鏤金受取人等

が解約払戻金相当額を儀権者に支払うことで保険契約者の地位を弓懸継ぐとい

った、保険金受取人や契約者の一定の親族等、緑陰契約の利害関係人が、契約

の存続・解消について一定のイニシアチブを発揮できる麟度が必要であると考

えている（澆4）。現実に、当該保険契約の存続が必要か否かは、保険契約の利

害関係人が最も歪しく鵯簸できるのであ甑まずは彼らの意思を尊重すること

が最も適切であると考えるからである。

　しかし、このような麟痩の準鱗されていない現行法の下では、鑛権者の利害

に…方的に有利に作賭する戴立権による解約を認めず、績権者代位権によ駄

無資力要件をク婆アーした上で、解約権を行養しうるという結論が妥当である

と考える。解約払戻金請求権を差し押えた債権者は、儀務煮たる保験契約者の

解纏待っべきで豹、それで嫡えて雛瀦塀約をなすことを望む場合

には、績権者代位権1こよるという道筋になろうか。

　少娯とも、本稿艦論としては、環鮭の一下では・馳鞍曝づく舞翠雛

鞭について麟極と鰍たい．そ櫨、／講者による髄鞍遜づく騨薙

鴛使を認めることは、解約を契機として具体化する解約払戻金請求権が、保険

事故を契機として現実化する本来の保験契約の1重1的だる保験金請求権を全て擁
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験する、つまむは保験の本来予定した機能をないがしろにする結論を導くもの

であり、それは、…方的に縫権者の畜孝壌こ饑くものであむ、また、その方法が

羅害講整の機購を持たないため保験契約の剰害雛係人に大きな縷警を与えると

いった弊害を生ご、従って麹室の繋的を超えるものであるとしか考えられない

磁5）。また、解約権は、保験契約者の責狂準鱗金に対する支醍に由来する権

能であるから、約款の燦定に従い、その行菱、不行痩の麟懸は、保験契約者の

イニシアチブにまかせるべきであろう。

　一臨、以一艶のような結論を考えているが、本稿で紹介した鵯携は未だ下級審

のものばかむであ鯵、かっ、数も鰻られているために、この総懸に聴する今後

の響舞の集積と勤隷こ注視する必要があることは譲を待たない。

　本稿は、覇擁等を素材として、傑験契約者の縫権者1こよる解約払義金請求権

の差押えとその解約に離する聡選i、さらによむ一一毅的に、保険契約者の績権者

による保験契約妻の解約権の行使の可否に聞する開題について、その議講の機

観を試みたものにすぎず、必ずしも纒かな議論を行ってはいない。ここで取む

上げた開題には理譲的に重要なものも多いが、その点に麗しては、本稿をたた

き台として、綾羅を難したいと患う。

注記

　（注i）

）2淺
〆
、

（漉3）

（涯4）

　垂蒙中秀瞬「連載　現代嶽験撰録論（第§醸矩安絹火災ほうむ蕪畢（欝§8

隼i董鍔〉12重責む

　以、｝1の記述慧、篠鵜盛一一「生動保険契約、tの権窟の差押え」石薦講纏

舞呆険と蓬藝攣藩（蓉9毒葬三｝三舞3｛）藝第i莫蓑第i鞍1、文眞堂）27葺葦による。

　伊藤眞「解約払戻金請求権の差押えと解約権の代綾蕎｛吏i金鎚法務事精

重4錫讐倖成き鐸三3灘詔■箏2了頁。

　睡書野蛮菱一衰萎ζ蔑1箏執ξ｝法違（新羨』3嚢蓑〉　（i§警8棄葬玉｛肇馨3｛｝嚢新i諺『3鬱憂第1鷺i遽、

現代法律学全集23、講鉢霧鞍〉騒7頁慧、「保険金受取人等が差押縫権者に

解約払戻金を支払って探険契約春の地続に立ちうる介入権の毒ll度（ドイツ

保験契約法一ヒ七条参熱）の導入が望ましい」と縫羅する。
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保験契紛の解約払戻金請求権に繋する差押えに関する一考察（福島雄一）

　　　麟揚、鑓率秀墾「連載　現代緑陰撞鐸論（第6霞）ユ捻7葵涯麟は、この

　　介入権に幾する立法講として、「生命線験契約法改正試案では、解7条の2

　　　に保陰金受取人の介入権麟痩を皺む入れゼ第三者である緑陰金受取人は、

　　繰験契約巻の属意を簿て、優差押綾権者もしくは差押蟹権者の綾権額また

　　　は｛蚕差押命令もしく慧差押命令の送達の藝寺に解約がなされたならば｛呆険者

　　　から支払を受けることができる金額のいずれか少ない額を優差押綾権者ま

　　　たは差押績権者に支払うことによ鯵、保験契約者に代わって当ら保険契約

　　者になることができる講との擾定ゴを、さらに、改正議案§寵条の2は、

　　　「死亡保険金請求権の欝総万霧以下の藻分と保険金受取人が65歳以上の場合

　　の生蕎保険金請求権の灘奪万韓以下の藻分（以上の金額、年令は騨示である。）

　　　については、差押え禁止としている」とし、繰験契約の一定の利害関係人

　　　の保護を馨る幾定を紹介している。

（注5〉　前掲、中野貞一臨置残事執行法選5霞頁は、差押績権者の取立権に関して、

　　　「取立権が効力を生ずれば、差押績権者は、目己の名で、第三籏務者に繁し

　　　て、破差押棲権の取立てに必要な裁判上・裁鵯外の一窮の行為ができる」

　　　が、「蹴立馨的を超える行為（馨的績権についての免錬・敏棄・鰯綴の猶予’

　　　｛壷権譲渡、あるいはこれらを含む季舞解など）はできない」という。まさに、

　　　本稿の舞舞題は、取立権による峯呆験契約の解約権の蕎使むi、取立権の羅的の

　　　籔麩にはいるのか否かということであろう。中野・薩書5総頁注鱒参照。
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